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令和５年第４回那須烏山市議会９月定例会（第１日） 
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○議事日程 

   日程 第 １ 会議録署名議員の指名について（議長提出） 

   日程 第 ２ 会期の決定について（議長提出） 

   日程 第 ３ 報告第 １号 令和４年度那須烏山市一般会計継続費精算報告書につい 

                 て（市長提出） 

   日程 第 ４ 報告第 ２号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解 

                 について）（市長提出） 

   日程 第 ５ 報告第 ３号 一般財団法人那須烏山市農業公社の経営状況説明書の提 

                 出について（市長提出） 

   日程 第 ６ 報告第 ４号 令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

                 （市長提出） 

   日程 第 ７ 議案第 ７号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について（市長提 

                 出） 

   日程 第 ８ 議案第 ８号 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第 ９ 議案第 ６号 那須烏山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

                 の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

                 （市長提出） 

   日程 第１０ 議案第 １号 令和５年度那須烏山市一般会計補正予算（第３号）につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第１１ 議案第 ２号 令和５年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算 

                 （第２号）について（市長提出） 

   日程 第１２ 議案第 ３号 令和５年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第１ 

                 号）について（市長提出） 

   日程 第１３ 議案第 ４号 令和５年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第１号） 

                 について（市長提出） 

   日程 第１４ 議案第 ５号 令和５年度那須烏山市下水道事業特別会計補正予算（第 

                 ２号）について（市長提出） 

   日程 第１５ 議案第 ９号 財産の取得について（市長提出） 

   日程 第１６ 議案第１０号 財産の取得について（市長提出） 

   日程 第１７ 議案第１１号 令和４年度那須烏山市水道事業会計未処分利益剰余金の 

                 処分について（市長提出） 
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   日程 第１８ 認定第 １号 令和４年度那須烏山市一般会計決算の認定について（市 

                 長提出） 

   日程 第１９ 認定第 ２号 令和４年度那須烏山市国民健康保険特別会計決算の認定 

                 について（市長提出） 

   日程 第２０ 認定第 ３号 令和４年度那須烏山市熊田診療所特別会計決算の認定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第２１ 認定第 ４号 令和４年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計決算の認 

                 定について（市長提出） 

   日程 第２２ 認定第 ５号 令和４年度那須烏山市介護保険特別会計決算の認定につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第２３ 認定第 ６号 令和４年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計決算の 

                 認定について（市長提出） 

   日程 第２４ 認定第 ７号 令和４年度那須烏山市下水道事業特別会計決算の認定に 

                 ついて（市長提出） 

   日程 第２５ 認定第 ８号 令和４年度那須烏山市水道事業会計決算の認定について 

                 （市長提出） 

   日程 第２６ 認定第 ９号 令和４年度那須烏山市境財産区特別会計決算の認定につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第２７ 付託第 １号 請願書等の付託について（議長提出） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分開会］ 

○議長（渋井由放）  皆さん、おはようございます。傍聴席の皆様方には、お忙しい中、議

場に足をお運びいただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいま出席している議員は１４名です。１５番髙田悦男議員から欠席の通知がございまし

た。定足数に達しておりますので、令和５年第４回那須烏山市議会９月定例会を開会いたしま

す。 

 本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に報告いたします。地方自治法第１２１条の規定に基づき、市長、教育長、関

係課長及び代表監査委員の出席を求めておりますので御了解願います。 

 次に、本日からの定例会に当たり、去る８月２９日に議会運営委員会を開き、議会運営委員

会の決定に基づき会期及び日程を編成いたしましたので、御協力くださるようお願いいたしま

す。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

                                    

     ◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（渋井由放）  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会

議規則第８７条の規定により、議長において指名いたします。会議録署名議員に、 

        ３番 荒井浩二議員 

        ４番 堀江清一議員を指名いたします。 

                                    

     ◎日程第２ 会期の決定について 

 

○議長（渋井由放）  日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。この定例会の会期は、さきに送付したとおり、本日から９月１５日まで

の１１日間といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から１１日間に決定いたしました。なお、会期中の会議の日程は、送付

してあります会期日程表により行いますので御協力願います。 

                                    

     ◎日程第３ 報告第１号 令和４年度那須烏山市一般会計継続費精算報告書につい 
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                 て 

 

○議長（渋井由放）  日程第３ 報告第１号 令和４年度那須烏山市一般会計継続費精算報

告書についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  報告第１号 令和４年度那須烏山市一般会計継続費精算報告書につい

て、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、地方自治法第２１２条の規定に基づき、令和３年第６回那須烏山市議会１２月定例

会において、継続費の予算措置を行い、令和４年度をもって当該継続費の継続年度が終了した

ことから、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告するものであります。 

 継続費の内容を御説明申し上げます。 

 農地・農業用施設災害復旧事業につきましては、令和元年台風１９号により被災した下川井

地区橋梁の復旧工事を令和３年度から令和４年度にかけて実施し、精算報告書のとおり事業を

完了したものであります。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 本件は報告案件でありますが、この際、質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、報告第１号 令和４年度那須烏山市一般会

計継続費精算報告書については、報告のとおりでありますので、御了解願います。 

                                    

     ◎日程第４ 報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解 

                 について） 

 

○議長（渋井由放）  日程第４ 報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決

定及び和解について）を議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  報告第２号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 
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 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されている市の義務に属する

損害賠償の額の決定及び和解について、専決処分をいたしましたので、報告いたします。 

 専決処分の内容は、令和５年３月２８日午後３時１７分頃、那須烏山市志鳥地内の市道小志

鳥中山線において、相手方車両が当該地を通行中、当該市道の立木の枝が折れ、車両に接触し、

損害が発生した事故につきまして、損害賠償額が決定し、和解が成立したものであります。 

 なお、損害賠償額は、相手方車両の修理代であり、損害額１３万８０１円全額を市が支払う

こととなりましたので、御報告申し上げます。 

 今後も、適切な道路管理を行い、未然の事故防止に取り組んでまいりますので、何とぞよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。本件も報告案件でありますが、

この際、質疑があればこれを許します。 

 ３番荒井浩二議員。 

○３番（荒井浩二）  事故の状況の説明についてお伺いいたします。 

 こちらの（３）のほうに、「相手方車両が当該地を走行中、当該市道端の立木の枝が折れ、

車両に接触し、損傷させてしまったものである」とあるんですけれども、これは走行中に枝が

折れて、車にたまたまぶつかったのか、それとももう傾いている枝のところに車がぶつかった

のかというところをお伺いします。 

 私も実際、走っていて、道のところに垂れているところに軽く当たったりすることがあって、

その後、止まって自分で引っこ抜いたりして、道に寄せたりするんですけれども、ちょっとそ

この状況について教えてください。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  今の質問にお答えします。 

 枝が折れたものが、走行中の車に当たったという状況です。 

○議長（渋井由放）  １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  「当該市道端の立木の枝が折れ」とありますが、この立木はいわゆ

る市所有の、要するに道路の敷地内に立っていた樹木でございますかね。それとも隣地から伸

びていた枝が落っこったのか、その辺の説明方をお願いいたします。 

 さらに、同じような関連なんですけれども、これは８月１５日の「広報お知らせ版」ですね。

これで、３ページの一番下のところに、「樹木の枝が道路に張り出していませんか」という広

告が出ております。それで、「皆さんが所有する樹木が道路上に倒れたり、道路を覆ったり、

枝が落ちたりして、通行者に迷惑をかけることがありますので、道路に張り出すことのないよ

うに注意して管理をお願いいたします」ということなんですけれども、実際は覆っていたので
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は困っちゃうんだよね。覆わないように、適切な指導をお願いしたいと思うんですけども、そ

の際、私が直接聞かれたのは、いや、実はうちのところにも大きな木があって、それを自分で

はもう切れないので、どなたか業者か森林組合か、そういうところを案内してくれませんかと

言われたんです。それはそれで森林組合等に話をしましたが、やっぱりこれは行政のほうがそ

ういうお知らせをすべきなんじゃないのかなということで、適切な処理・管理ができるように、

どんどん高齢化していますので、大木はとても高齢者は切れませんから、その辺、適切な管理

ができるように案内をしていただきたいと思うんですが、その辺はどういうふうに考えていま

すか。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  ただいまの平塚議員の質問にお答えをいたします。 

 まず１点目、折れて落ちた木の所在でございますが、こちらはブロック積みの上の市道敷と

して買収した土地の土の部分に生えている木が折れたということで、市道敷ということで、今

回の損害賠償となりました。 

 続きまして、２点目の、「広報お知らせ版」に木が覆いかぶさってありませんかという御案

内を年に数回やっておりますが、そのことについて、もうちょっと分かりやすいといいますか、

業者のほうの誘導とか、そういうのもできるようにしたらよろしいのではないかということで

ございますので、そうですね、それだけではどうしていいのか分からないという部分があると

思いますので、その辺につきましてもこれからはお知らせしてまいるようにしていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  この案件については分かりましたが、いわゆる道路に覆いかぶさっ

ている樹木の適正管理については、今、課長が言われましたように、都市建設課のほうにお問

い合わせくださいと。それで適切なそういう業者を案内いたしますということで進めていただ

きたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（渋井由放）  よろしいですか。答弁もらわなくていいですか。 

○１６番（平塚英教）  確認したい。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  都市建設課に御連絡をいただき、その先につきましては、や

はり個人の立木ということで、費用につきましては個人に出していただくことになりますので、

その辺につきましては、よく市民の方と相談、話をしながら、適切な管理がしていけるように

してまいりたいと思いますので、よろしく願いします。 

○議長（渋井由放）  ほかにございませんか。 
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 ４番堀江清一議員。 

○４番（堀江清一）  立木が倒れて車に当たったという事例なんですが、実は昨日、八溝県

民休養公園内、枯れた松の木が倒れまして、道に覆いかぶさっているという事例がありました。

それで、よくよく聞いてみたら、公園内は県の管理下だということで、早急に連絡を取っても

らって、夕べのうちに撤去していただきました。それぐらいスピーディーにやっていただいた

ということがあります。 

 それで、八溝グリーンライン、小志鳥から大桶のほうに向かっていって、左右の草が非常に

張り出して、ひょっとしてそこを対向車と通過する場合、大型であると、よけた瞬間に横の草

等、もしくは枝が張り出していたときに、接触して擦過傷というか傷ができたというときに、

これは補償の対象になるんでしょうか。まずその辺を伺って、もし補償の対象になるというこ

とであれば、そういうことも市として早急に対応すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  草が車に触れて傷がついたという場合につきましては、ケー

ス・バイ・ケースで違ってまいると思いますので、その辺については、どうだというのはちょ

っと言えないと思いますので、よろしくお願いします。 

 あと、八溝グリーンラインにつきましては現在、交通規制等もかけて作業しないとならない

ものですから、伸びているのは重々承知しております。現在、警察と交通規制等の協議をして

おりますので、それが整い次第、除草作業はしてまいりたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（渋井由放）  ４番堀江清一議員。 

○４番（堀江清一）  先ほど言ったように、対向車が大型で、こちらは避けようがなくて、

触ってしまうと。なぜそれを言うかというと、側道に引いてある白い道路の線、ありますね。

それを越えてはみ出している状況なんですね。ですから、緊急に、早急にそれをぜひともやっ

ていただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  ほかにございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑がないようですので、報告第２号 専決処分の報告につい

て（損害賠償の額の決定及び和解について）は、報告のとおりでありますので、御了解願いま

す。 

                                    

     ◎日程第５ 報告第３号 一般財団法人那須烏山市農業公社の経営状況説明書の提 
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                 出について 

 

○議長（渋井由放）  日程第５ 報告第３号 一般財団法人那須烏山市農業公社の経営状況

説明書の提出についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  報告第３号について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、一般財団法人那須烏山市農業公

社から提出された令和４年度経営状況説明書について報告するものであります。 

 農業公社は、一般財団法人として、市が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想により、地域や自治体からの強い要請を踏まえ、農業の振興と農業者の経済的・社会的地

位の向上に寄与することを目的に、農地の集積・集約化を図る農地利用集積円滑化事業をはじ

め、農業用機械と施設の共同利用推進事業、認定農業者、営農集団及び農業生産法人の育成・

支援事業など、様々な公益事業に取り組んでおります。 

 また、農作業の受委託事業をはじめ、飼料用稲（ＷＣＳ）供給事業、食用米生産事業を主と

する収益事業は、農業公社が出資する株式会社アグリ那須烏山が行っております。 

 昨今の農業情勢は、農業従事者の兼業化や高齢化、後継者不足に加え、耕作放棄地の増加に

伴い、ますます農業経営基盤の脆弱化や農業生産力の低下を招いております。また、燃料・農

業資材等の価格高騰が続き、農業従事者は依然として厳しい経営を迫られております。 

 このような中、農業公社に寄せられる農家からの要望は多種多様であり、その責務は非常に

大きいものであります。 

 現在は、地域の担い手への農地利用の集積・集約化による農地バンク事業活用の推進、担い

手の育成・確保などを担う公益法人としての農業公社と、農作業の受託事業などを担う収益法

人としての株式会社アグリ那須烏山との両輪により、様々な農業の諸問題を解決するための重

要な担い手として、また、地域農業の活性化を推進する組織として、農家の大きな受皿となる

ため、その役割を果たしているところであります。 

 現在の財政状況は、市補助金等を活用しながら、年々、安定的な経営に近づいているところ

でありますが、公益事業と収益事業の分離化による効率的・効果的な事業の展開を期待すると

ころであります。 

 以上、一般財団法人那須烏山市農業公社の経営状況について報告いたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。本件は報告案件でありますが、
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この際、質疑があればこれを許します。質疑はございませんか。 

 １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  １点だけお伺いいたします。 

 この報告書の４ページに、職員に関する事項としまして、ここに職員の人数が載っているわ

けであります。 

 私は公社の課題とするところは何かをお伺いしたいと思うんですよ。この文章の中にもあり

ますように、農業経営者の高齢化と米価の低迷によって、これからますます農業離脱者が増え

てくるんじゃないかと私は危惧しているわけであります。そこで、現在の公社職員、この体制

でもってそれに応えられるのかどうか、この辺のところをどう考えているのか、お伺いします。 

○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  ただいまの中山議員の御質問にお答えします。 

 これまで農業公社の運営につきましては、公益事業を担う農業公社、さらには収益事業を担

うアグリ那須烏山との関係性であるとか資金融通における経営の効率化・透明性、または機械

の老朽化、さらに今、中山議員の御質問にありましたように、人材の確保面などにおいて、

様々な意見、御指摘を議会、監査委員から受けているところでございます。 

 このような状況におきまして、毎年、県、市、農協、農業公社、改善策等進めるべき方向を、

議論を重ねているところでございます。そういう中で、既に農業公社、さらにはアグリ那須烏

山の役割、またはそれぞれのメリット・デメリット、明確に把握済みではございますけども、

まずは何といっても地域農業を衰退させないための体制づくりが、最も取り組むべき優先課題

という意見が出されているところでございます。 

 つまりは今、中山議員が御質問されましたように、今後、離農する農家の農地を農業公社と

してどれだけ担っていけるか。これは人材確保、また機械の更新なども含めて、体制の強化が

鍵と感じておるところでございます。 

 とはいえ、農業公社だけでこの那須烏山市の厳しい農業情勢、難局を乗り越えるということ

ではございません。さらなる担い手の協力も必要と考えております。そういう中で、昨年６月

に、公社存続に向けての陳情書が全会一致で採択されたということは、大きな弾みとなってご

ざいますので、これらの人材確保も含めて、今後またいろいろなところから御意見頂戴しなが

ら、本来のあるべき役割の実現に向けて、公社の方向性を示してまいりたいと思いますので、

御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  ３番荒井浩二議員。 

○３番（荒井浩二）  ちょっと１点お伺いします。 
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 公社の方針として、例えば今、稲作に関しては、かなりいろんな転換期に入っているのかな

と思いますが、そもそも人材がいるか、いないか、そういったところにはなると思うんですが、

公社として、そういった高収益な園芸作物への転換とか、そういったものを推進しているよう

な事業というのは、こういう研修以外で具体的にあったりするんでしょうか。 

○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  園芸の振興というと、これまで農業公社、ＷＣＳ飼料用稲という

ところをはじめ、園芸作物以外の土地利用型農業を中心にやってきたものですから、なかなか

園芸を公社としてこの人数で推進できるかというと、ちょっと今のところ課題であります。 

 とはいえ、園芸振興という点では今現在、農業公社以外の担い手等については、ハウスの補

助であるとか農業施設の梨棚の補助であるとか、違った面で補助金を出しておって、園芸振興

を推進しておりますので、今後、農業公社のほうとしても、園芸振興については着手していく

べき事案だと考えておりますけども、なかなか土地利用型からの脱却というのはちょっと難し

い面がありますので、今後慎重に検討を重ねていきたいと思います。 

○議長（渋井由放）  ３番荒井浩二議員。 

○３番（荒井浩二）  ありがとうございます。 

 日本はそもそもヨーロッパとかと比べて、農業への補助がかなり低いということなんですけ

れども、例えば今回の定例会でも、道の駅なんかに関する質問とかもあると思うんですね。た

だ、実際、作ったとしても、地元の農協さんに出す農作物ですら足りないみたいな状況で、本

市も将来的な方向性を見て、そういう作物の転換、高収益作物への推進をできるような方向性

に持っていかないと、結局、稲作というトレンドからも後れて、その後の農業の継続にも乗り

遅れてしまうのかなと思うので、そういったところをぜひ支えていってください。 

 お願いします。 

○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  今、荒井議員から御質問ありましたように、本当に高収益作物、

園芸作物への転換というのは、まさに今、重要な施策の１つとなっております。農業公社のみ

ならず、市内の担い手については、土地利用型からの脱却ということで、園芸振興の推進、農

政課としても関係機関と協力しながら強力に推進したいと思いますので、御理解いただければ

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  ちょっと確認だけ。 

 これはとても難しい問題なんですけど、もともとこの農業公社は国の施策で始まったんです
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ね。そのときは、やっぱり米の値段とかそれが成立していたので、それが今、成立しなくなっ

たので難しい問題で、今の荒井議員のような意見が出てくるんですけれども、僕のほうで聞き

たいのは、やっぱり国が始めた政策って今、国とか県の指導とか、あと方向性、これってどう

いうふうになっているのかというのを、やっぱりこれから入っていかないと、うちの町だけで

は難しいと思います。 

 そういう意味で、その方向性の確認と、あと栃木県の中の他の市町の動きはどうなっている

のか。１回はうちの町もやめちゃうみたいな話になったので、そういうのもあるのかなという

話があったんだけど、その辺の状況について教えてください。 

○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  この農業公社の事業、平成７年に各農協管内に１つは公社を設立

しようということで、国の動きで始まったところでございます。 

 そういう中で、今現在、県内２５市町のうち、農業公社が設立になっているのが１５市町ご

ざいます。その１５市町の農業公社の経営状況であるとか運営状況、資料を私のほうで用意し

たものがありますけれども、本当に国のほうが平成７年に主導で進めたんですけども、中には

もう農業公社の運営自体、あることはあるんですけれども、運営をやめているところも幾つか

ございます。 

 また、補助金・交付金なんかを活用しないと、本当に公社自体の運営が厳しいような各市町

の状況にはございますけども、なかなか平成７年に公社事業始まって以来、もう相当な年数が

たっておるんですけども、今後、国のほうとして公社の在り方についてどうこうという指導が

ない中で、那須烏山市はアグリ那須烏山なんかを立ち上げて、収益事業と効率的な運営を図っ

ているというのはあるんですけども、なかなか県とか国の指導が、こうしろというような指針

がないものですから、手探りというか、検討している状況でございます。 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  こういういろんなのは分かっているので、いいですけれども、ただ、

国・県にやっぱりもう少しこの方向性を出せというのは、言わない限りは答えは出てきません

ので、これはお願いします。どうせ声を上げたって何もしてくれないんだと、何かそういうふ

うに聞こえてしまうので、お願いします。いいですか。 

○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  今、本当に農業公社は、地域の担い手の受皿となってございます。

国・県の指導のみならず、強力にこの公社運営、在り方、実現に向けて進めてまいりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 



令和５年第４回９月定例会 第１日 

－16－ 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  これがやっぱりもともと受皿として、後継者がいない場合でもこれで

日本の農業は大丈夫なんだというところからスタートしているので、これ、何もしないで、致

し方ないということでは、日本の農業は潰れてしまいますよということだけ一言言って、おし

まいにします。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、報告第３号 一般財団法人那須烏山市農業

公社の経営状況説明書の提出については、報告のとおりでありますので、御了解願います。 

                                    

     ◎日程第６ 報告第４号 令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

○議長（渋井由放）  日程第６ 報告第４号 令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率

についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  報告第４号について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和４年度決算に係る健全化

判断比率及び資金不足比率とその算定基礎事項を記載した書類について、監査委員の審査に付

しましたので、その意見をつけて報告するものであります。 

 健全化判断比率の４つの比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率並びに将来負担比

率につきましては、該当ありませんでした。 

 実質公債費比率につきましては、７.０％で、前年度比０.６ポイントの増であります。これ

は、令和元年東日本台風災害に伴う廃棄物処理等の地方債の返済が始まったことが主な要因で

あります。 

 資金不足比率につきましては、該当ありません。 

 健全化判断比率につきましては、いずれも健全団体に該当しており、私が進めています厳し

い財政状況の立て直しの取組成果が着実に表れていると考えております。 

 しかしながら、原油・物価高騰対策や、後年度において取り組むべき施設の集約化や整備事

業に多大な財源が必要なことから、決して楽観視をすることなく、さらなる行財政改革に取り
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組み、引き続き健全な財政運営を図ってまいる所存であります。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。本件も報告案件でありますが、

この際、質疑があればこれを許します。質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、報告第４号 令和４年度健全化判断比率及

び資金不足比率については、報告のとおりでありますので、御了解願います。 

                                    

     ◎日程第７ 議案第７号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について 

 

○議長（渋井由放）  日程第７ 議案第７号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意につい

てを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第７号について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、教育委員４名のうち、網野甚一委員が令和５年１１月２９日に任期満了を迎えるに

当たり、引き続き委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

 網野氏は、平成２７年１１月３０日から、教育委員会委員として２期８年を務められており

ます。その人格は円満かつ高潔であって、教育、学術、文化に関して高い識見を有されている

方であります。 

 さらに、令和３年１１月３０日からは、教育長職務代理者として御活躍いただいており、本

市の教育施策の総合的な推進を図るため、網野氏には引き続き教育委員会委員を務めていただ

きたく、議会の同意をお願いするものであります。 

 以上、何とぞ慎重に御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第７ 議案第７号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について、

原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

                                   

     ◎日程第８ 議案第８号 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意につ 

                 いて 

 

○議長（渋井由放）  日程第８ 議案第８号 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選

任同意についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第８号について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の３名が、令和５年１１月２９日に任期満

了を迎えるに当たり、引き続き委員として選任したく、地方税法第４２３条第３項の規定に基

づき、議会の同意を得るものであります。 

 横山通有氏は、旧烏山町時代の２期４年９か月を含め合計８期、委員を務められております。

岩附淳一氏は５期、鈴木英男氏は４期、委員を務められております。 

 ３名とも、人格は円満であり、高潔であって、行政全般にわたり深い識見を有しております。

これまで重ねてこられた経験から、公正かつ適正な審査を行う本職の適任者であります。 



令和５年第４回９月定例会 第１日 

－19－ 

 以上、何とぞ慎重に御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明及び詳細説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第８ 議案第８号 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選任同

意について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

                                    

     ◎日程第９ 議案第６号 那須烏山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

                 の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

○議長（渋井由放）  日程第９ 議案第６号 那須烏山市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第６号について、提案理由の説明を申し上げます。 
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 本案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部が

改正され、令和５年９月１６日に施行されることに伴い、本条例中の引用部分に項ずれが発生

するため、所要の改正を行うものであります。 

 なお、施行日につきましては、改正法の施行日に合わせ、令和５年９月１６日としておりま

す。 

 以上、何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださいますようお願い申し上げ、提案理由

の説明といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第９ 議案第６号 那須烏山市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 日程第１０ 議案第１号から日程第１４ 議案第５号までの令和５年度那須烏山市一般会計

補正予算（第３号）について、令和５年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について、令和５年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第１号）について、令和

５年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第１号）について、令和５年度那須烏山市下水道事
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業会計補正予算（第２号）についての５議案については、いずれも令和５年度補正予算に関す

るものでありますことから、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

                                    

     ◎日程第１０ 議案第１号 令和５年度那須烏山市一般会計補正予算（第３号）に 

                  ついて 

     ◎日程第１１ 議案第２号 令和５年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算 

                  （第２号）について 

     ◎日程第１２ 議案第３号 令和５年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第 

                  １号）について 

     ◎日程第１３ 議案第４号 令和５年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第１ 

                  号）について 

     ◎日程第１４ 議案第５号 令和５年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第２ 

                  号）について 

 

○議長（渋井由放）  よって、議案第１号から議案第５号までの５議案について一括して議

題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第１号から議案第５号まで、一括して提案理由の説明を申し上げ

ます。 

 まず、議案第１号 令和５年度那須烏山市一般会計補正予算（第３号）についてでございま

す。 

 本案は、令和５年度那須烏山市一般会計予算の歳入歳出をそれぞれ１億５,２２６万

２,０００円増額し、予算総額を１２４億５,９２５万７,０００円とするものであります。 

 今回は、市有施設の維持管理費や道路整備等の補正予算を編成したものであります。また、

ふるさと応援寄附金業務委託、烏山地区サイレン吹鳴システム改修事業、学校教育ネットワー

クサーバの賃貸借及び保守業務委託につきまして、翌年度以降の事業実施に必要な債務負担行

為を追加するものであります。 

 では、主な内容を御説明いたします。 
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 まず、歳出であります。 

 総務費につきましては、市有財産管理費は、落雷被害に遭った旧七合中学校火災受信機交換

修繕費等の計上であります。 

 烏山庁舎管理費は、点検時に不具合が確認された防火シャッター交換修繕費等の計上であり

ます。 

 烏山高部線運行管理費は、市営バス市塙黒田烏山線の車両エンジン故障に伴い、烏山高部線

の車両を代替車両とし、烏山高部線に新たなマイクロバスを配置するための賃借料の計上であ

ります。 

 還付金事務費は、法人税の予定納税額と確定税額に多大な差が生じたことに伴う還付金の計

上であります。 

 民生費につきましては、障害児支援事業費は、令和４年度分、国・県負担金の精算に伴う償

還金の計上であります。 

 すくすく保育園運営費は、障害児保育の提供維持のための保育士業務委託費等の計上であり

ます。 

 生活保護総務費は、生活保護費の基準額の計算方式の変更等に伴うシステム改修費の計上で

あります。 

 農林水産業費につきまして、農業振興費は、企業版ふるさと納税に係る交付金の計上であり

ます。 

 土木費につきまして、道路維持管理費は、６月及び７月に発生した集中豪雨における路面補

修や、のり面補修経費等の計上であります。 

 道路保全費は、資材高騰に伴うトンネルＬＥＤ工事費の増額及び市道の補修工事費等の計上

であります。 

 道路整備費は、現在、県で実施中の荒川災害復旧助成事業の落合橋に係る負担金等の計上で

あります。 

 防災集団移転促進事業費は、旧境小学校の解体工事設計業務委託費の計上であります。 

 消防費につきまして、防災無線整備費は、土地所有者との協議により撤去の必要が生じた防

災無線の解体工事費の計上であります。 

 教育費につきまして、中学校施設管理費は、中学校設備の修繕費等の計上であります。 

 烏山運動公園管理費は、倒木の危険がある樹木の伐採処分費の計上であります。 

 災害復旧費につきましては、農地・農業用施設災害復旧事業費は、６月及び７月に発生した

集中豪雨による被災箇所の復旧に係る補助金の計上であります。 

 次に、歳入であります。 
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 国庫支出金は、生活保護システム改修に対する補助金の計上及び道路メンテナンス事業補助

金等の減額計上であります。 

 寄附金は、企業版ふるさと納税に係る寄附金であります。 

 繰入金は、令和４年度決算に伴い精算される介護保険特別会計から一般会計への繰入金及び

令和４年度において一般会計からの繰出金を過大に支出したことに伴い、返還される下水道事

業会計から一般会計への繰入金であります。 

 市債は、市道整備事業に対する緊急自然災害防止対策事業債や合併特例債の計上及び辺地道

路整備事業債の配分額に対する減額計上であります。 

 なお、不足財源につきましては、前年度繰越金をもって措置いたしました。 

 次に、議案第２号 令和５年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てでございます。 

 本案は、国民健康保険特別会計診療施設勘定の歳入歳出をそれぞれ９万４,０００円増額し、

補正後の予算総額を５,７０２万９,０００円とするものであります。 

 補正予算の内容は、オンライン資格確認用顔認証付カードリーダーの無償保証期間が終了し

たことに伴う保守委託料、施設管理消耗品費及び医療産業廃棄物処理委託料に不足が見込まれ

るための増額をするものであります。 

 財源につきましては、前年度繰越金をもって措置いたしました。 

 次に、議案第３号 令和５年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第１号）についてで

ございます。 

 本案は、介護保険特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ９,２４９万７,０００円増額し、補正

後の予算総額を２９億１,４２３万８,０００円とするものであります。 

 歳出の内容は、保険給付費、地域支援事業費及び前年度の保険給付費、地域支援事業費の実

績に基づく国・県支出金等の精査に伴う、償還金等の増額でございます。 

 なお、諸支出金の財源につきましては、前年度繰越金をもって措置いたしました。また、保

険給付費及び地域支援事業費の財源につきましては、国・県支出金及び一般会計繰入金等をも

って措置いたしました。 

 また、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業につきましては、翌年度の事業実施に必要

な債務負担行為を追加するものであります。 

 次に、議案第４号 令和５年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第１号）についてでござ

います。 

 本案は、資本的支出を３,５０２万２,０００円増額し、補正後の予算総額を４億

８,４０８万９,０００円とするものであります。 
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 主な内容は、栃木県発注の橋梁工事に伴う落合橋配水管布設工事であります。 

 最後に、議案第５号 令和５年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第２号）についてで

ございます。 

 本案は、下水道事業会計予算の収益的収入を２,４３３万８,０００円減額し、補正後の予算

総額を３億７,８６１万１,０００円とするものであります。 

 内容は、令和３年度繰越金の予算未計上により、令和４年度において過大に計上した一般会

計繰入金を返還するための繰入金の減額であります。 

 また、収益的支出を１７９万１,０００円増額し、補正後の予算総額を３億６,７６０万

５,０００円とするものであります。 

 内容は、水処理センターの消火器取替えと、栃木県発注の野上地内及び旭交差点内の道路拡

幅工事に伴うマンホールかさ上げ修繕であります。 

 また、資本的支出を１２４万７,０００円増額し、補正後の予算総額を２億４,７５７万円と

するものであります。 

 主な内容は、栃木県発注の旭交差点内道路拡幅工事に伴う汚水ますの移設であります。 

 以上、議案第１号から議案第５号まで、一括して提案理由の説明を申し上げました。 

 何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開を１１時０５分といたします。 

休憩 午前１０時５２分 

 

再開 午前１１時０５分 

○議長（渋井由放）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  一般会計から質問いたしますが、２３ページ、子育て世代包括支援

センター事業総務費、１９万６,０００円ということでございますが、これはどのような費用

なのか。 

 子育て世代包括支援センターというのは、こども館のことを言うんですかね。ちょっとそこ

を確認したいなと思いました。 

 その下の農業振興費、１２０万円とありますが、これは１５ページの企業版ふるさと応援寄

附金１２０万円と金額が同一なので、これのことかなと思うんですが、どこから寄附がされた
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のか、農業振興費はどこにどのように使うのか、説明をお願いいたします。 

 その下のほうで、道路維持費のふれあいの道づくり事業費４００万円の事業内容について、

説明をお願いいたします。 

 次に、２５ページ、防災集団移転促進事業費でございますが、先ほどの説明によりますと、

移転先となる旧境小学校の旧校舎の解体工事の設計費用だということでございますが、この解

体工事はいつ頃、着工して、いつ頃、終了を予定する考えなのか、説明をお願いいたします。 

 次に、議案第４号の水道事業の関係でございますが、補正第１号ですが、新落合橋の建設工

事に伴う配水管をかけ替えるという工事なのかなと思われるんですけれども、これについては、

やはりいつ着工して、いつ頃までに完了を予定しているのか、説明をお願いいたします。 

 取りあえず以上でございます。 

○議長（渋井由放）  水上こども課長。 

○こども課長（水上和明）  それでは、平塚議員の質問にお答えいたします。 

 まず、子育て世代包括支援センター業務でございますが、これは、こども館の業務というわ

けではなくて、相談支援員、専門員をこども課内に配置いたしまして、妊婦届出時の相談や妊

娠後期の連絡、出産後の育児相談、保育相談など、幅広い分野で相談事業を展開する事業でご

ざいます。 

 今回の補正予算の１９万６,０００円でございますが、これは、これから出産を迎える家庭

向けに実施しております両親学級というところで使用します沐浴人形、赤ちゃんの形をした人

形なんですが、それが経年劣化のため破損いたしまして、そのため、新たに購入する費用とい

うことでございます。 

 また、そのほか市内の小学６年生、中学３年生を対象とした思春期ふれあい教室などでもそ

の沐浴人形は使用しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  私のほうからは、２３ページ、農業振興費の１２０万円について

御説明申し上げます。 

 こちらにつきましては、産官学による里地・里山プロジェクト事業ということで、平塚議員

にも御参加いただきました里山大木須を愛する会が事業を行っています雑草問題、蜜蜂事業で

あるとか公民館再生事業に対する、企業版ふるさと納税ということでございます。 

 今回、寄附を頂いたのは、２社ございます。今回、寄附のありました２社につきましては、

事前に寄附金申請書におきまして、企業名、所在地、寄附金額の公表の希望はしない旨の確認

がありましたので、公表につきましては、控えさせていただきます。９月補正前までには５社
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から７５０万円頂いておりますので、今回の１２０万円を含めて、寄附累計額８７０万円とい

うことになってございまして、先ほど申し上げましたように、一般社団法人里山大木須を愛す

る会の事業に使用しているというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  平塚議員から御質問のありました２３ページ、ふれあいの道

づくり事業４００万円の計上でございますが、この事業につきましては、地元の方と市が協力

して、生活道路等の整備をするという事業でございまして、現在７か所、施工中でございまし

て、今回の補正によりまして事業完了ができるものがあるということで、補正対応ということ

で計上させていただきまして、７か所につきましては、大桶の上、それから三箇の上、向田西

二、それから野上の上、それから芦生沢、それから森田の宿、それから大桶の下ということで

７か所になっておりまして、令和５年度になりましてからも問合せ等をいただいておりますの

で、これから事業計画を立て、実施するというところもあると思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 続きまして、２５ページの防災集団移転事業の旧境小学校の解体の時期でございますが、今

回補正で計上させていただきましたのは、解体費用を出すための設計業務ということで、金額

が分かっていないと、事業が国のほうの認可をもらいましてすぐに解体事業に入れませんので、

金額をつかむということで今回、計上させていただいております。解体の時期につきましては、

現在、個別相談会等を実施しております。事業が固まりましたらば、進めていきたいと思って

おります。 

 時期につきましては、未定でございますので、よろしく願いします。 

○議長（渋井由放）  石嶋上下水道課長。 

○上下水道課長（石嶋賢一）  ただいまの平塚議員からの御質問にお答えいたします。 

 議案第４号、那須烏山市水道事業会計の補正予算についてでございます。御質問いただきま

した落合橋についてでございますが、栃木県発注の橋の撤去工事に係る配水管布設工事となっ

てございます。 

 工期につきましては、令和５年４月２８日から令和５年１０月２日の契約工期で、栃木県と

調整しながら進めているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）  大体了解いたしました。 

 それで、２５ページに道路整備費というのがありますが、この内容を伺いたいと思います。 
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 それで、直接は関係ないんですけども、これは県道の改修の関係なんですけれども、烏山駅

前の県道改修なんですが、電柱地中化というような説明会がこの間あったそうなんですけども、

それで、簡単に言うと、現在の道路幅の中で北側の歩道が１.５倍ぐらいに広がると。それで

街灯は民地のほうに移動してくれと。そして電柱地中化ですが、表に出るボックスがあります

よね。管理のための。それはこことこことここに造るんだという説明がされたんですが、地元

としては、そんなの要望していないのに工事を持ってこられて、非常に迷惑だと。道路敷が狭

くなって、駐車もできなくなっちゃうということで、あそこを歩いて、どのうちに聞いてもみ

んな反対だというんですよ。 

 それを、この間、そういうことなんですけどと言ったら、都市建設課へ行ったら、まだ決ま

っている話じゃないと。それで街灯についても、現在の歩道の部分に設置することを地元で要

望するのであれば、それについては土木等のほうにその道路の敷地の使用許可願、そうなると

お金も発生するので、今までとは違うのかなと思われるんですが、そういうことをすれば、歩

道のところに街灯を設置することができると。そして、駅前の市の照明灯はなくすと、こうい

うような話なんですよ。 

 それをまた地元の人に言ったところ、とにかくお店の前に管理のためのボックスなんて置か

れてしまうと、お客さんに迷惑だし、とにかくこの辺の人はみんな反対しているんだよという

ことで、私も困っちゃったんだけど、それを、土木の仕事ではありますが、市の都市建設課の

ほうも一緒になってやっているという話で、まだ決まったわけじゃないんだとこの間、都市建

設課の職員からは聞いたんですけれども、実際には、地元の説明会では、これはもう決まって

いることなので動かせないんですと、こういうような説明だったというので、かなりギャップ

があるんですね。 

 だから都市建設課のほうは、これから話し合って決めていくんだという話を私は受けました

が、地元はそういうふうに受け止めていなくて、とにかく強行で、このままでは納得できない

といって大変お叱りを受けたんですが、これはどういうふうに収めたらよろしいでしょうか。

問題提起みたいな話になりましたけれども、この補正予算には関係あるか、ないか、これは非

常に問題がありますが、非常にまちづくりとしては道路整備の問題でございますので、困っち

ゃったなということなんですが、お答えできる範囲でお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  平塚議員、後でこの話はするということでよろしいでしょうかね。 

○１６番（平塚英教）  分かりました。いいです。問題提起だけしましたので。 

○議長（渋井由放）  はい。一応、しっかり受け止めていただいて、市長とか都市建設課長、

執行部のほうでもよく話をしていただければと。 

 ほかにありませんか。平塚議員、ほかにはありませんか。いいですか。はい。 
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 続きまして、３番荒井浩二議員。 

○３番（荒井浩二）  ２点質問させてください。 

 ２５ページのほうの防災無線管理費について教えてください。あと防災無線整備費の内容に

ついて教えていただきたいのと、あと３０ページのほうの給与費明細書ですね。こちら、比較

のほうで、その他特別職１３人減、金額のほうが１０万２,０００円減となっているんですけ

ど、この内訳を教えてください。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  まず、２５ページの防災無線管理費の３０万６,０００円でござ

いますが、これは現在の防災行政無線屋外子局のバッテリーがもう耐用年数、過ぎておりまし

て、もう交換しなくちゃいけないということで、４基ほど交換する費用でございます。 

 それと、防災無線整備費の１６０万円でございますが、市長の提案理由にもあったとおり、

土地所有者との協議が整わなかった結果、撤去に向けて今、進めているというものでございま

す。その代わり代替の移設等も検討したんですが、近い将来、デジタル化に向けた防災行政無

線の設置も今後、検討していくことから、それによって場所も変わることも予想されますので、

早急に新たに建てると、また移動替えということも生じますので、その間は代替策として、地

元の方には戸別受信機の配布や「広報お知らせ版」の周知徹底、消防活動による災害時の広報

の回数を増やすとか、そういった対応で当分、対応していきたいと考えてございます。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  今、荒井議員のほうから、３０ページの給与明細の御質問で

すが、ちょっと詳細、調べてお答えさせていただきますので、よろしくお願いします。 

○議長（渋井由放）  ３番荒井浩二議員。 

○３番（荒井浩二）  ２５ページの防災無線整備費のほうなんですけど、その撤去されたと

いうのはどこなのかということと、あと最近、新しいデジタル化に向けて何か試験的なことを

やっていたりするんですけれども、そういったものの費用というのはどこから出ているのか。

前のから出ているということですね。どこの撤去かをまず教えてください。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  上川井地区の防災行政無線の撤去になります。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  よろしいですか。 

○３番（荒井浩二）  はい。 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 
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○９番（小堀道和）  具体的な内容というよりも、この補正額を、財源としてどこから持っ

てくるかというものは、一般財源からというのが多いんですけれども、この辺、国・県の支出、

あと地方債その他、一般財源というのを、きちんと対応していると思いますが、その辺の説明

を、２２ページの８番の土木費のところでもって説明してほしいんです。 

 なぜこの土木費の中で教えてもらいたいかというと、補正する額、例えば土木管理費、土木

総務費、補正額がゼロなのに、財源のほうがその他が足らなくて一般財源から持ってくるとか、

この辺の話も含めて、このルールって、もともと予算が国・県の率から出ているもの、地方債

から引き当てようとしているもの、そういうのをみんな分けて、きちんと引き当てているかど

うかというのも含めて、ちょっと疑問を感じたので、その辺、説明をお願いします。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  財源の件でございます。 

 補正予算の最初に、地方債の補正というところを記載させていただいているのが、６ページ、

７ページにまずなります。国・県の補助はまず別として、地方債の考え方、補正がある場合は

こういうふうな形で変更を行います。 

 まず、大きなところで、市道整備事業、当初は３億２,０８０万円というところがございま

すが、今回の補正で４億１,１７０万円と起債を増やしております。こういったところを、道

路であったりトンネル工事であったり、いろんな部分の本数ごとに分けております。そういっ

たところの増減が生じている場合、市道整備、この中に何本とございます。 

 その下の辺地対策も、これは２本しかございませんけども、これについても、当初

８,０００万円のところを減額という形になります。 

 道路整備事業の中にも、辺地事業、それから社会資本整備事業等、いろいろな本もあります

けども、詳細が必要であれば、都市建設課長、後で御説明していただこうとは思いますが、ま

ず地方債で行うと。 

 地方債も、１次協議、２次協議とありますので、最終的には１２月に決まってまいります。

お金を借りるところですね。そういった部分、それと国の県の交付決定もございますから、そ

ういった交付決定の増減も補正で調整させていただきながら、残りを一般財源という形で行っ

ております。 

 一般財源については、一般的には前年度の繰越金を今回は充てさせていただきましたが、今

回は若干、２,５００万円程度の昨年度の繰越しを充てておりますけれども、そういった財源

がなくなれば当然、交付税の当初予算よりも増えた分であったりとか、いろんな財源をそこで

充ててまいります。 

 そういった仕組みで、財政のほうは補正財源として充てておりますので、御理解いただけれ
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ばと。 

 詳細、もし細かくお知りになるようであれば、後で御説明させていただきます。 

○議長（渋井由放）  ９番小堀道和議員。 

○９番（小堀道和）  この金額そのものがどうのというよりも、今のような考えでやってい

くと、要は国・県のものも全体的に減れば、これをみんなに割り振って、減っていくと。地方

債も同じような考えで、余計に入ってきさえすれば、これは補正額に行かないから、別のとこ

ろに使えますよという計算なので、この金額は何なんだといっても、今、課長が言うように、

一々担当のとこへ行って聞いてくださいということということでいいわけね。はい。 

 何か一般財源だけを減らしているんじゃないかなという、そういう何か気持ち悪い感じがし

たので、質問しました。 

 すみません。了解です。 

○議長（渋井由放）  ほかにございませんか。 

 １６番平塚英教議員。 

○１６番（平塚英教）   ２回目の質問で、２５ページの道路整備費の５,０３９万

７,０００円について質問したんですが、この事業の内容がちょっと説明いただけなかったの

で、お願いいたします。 

 あわせて、この辺地債道路整備事業費が１,１４０万円減額になっていますが、これはいか

なる理由なんでしょうかね。 

 それと、戻りますが、１５ページの生活困窮者就労準備支援事業費等補助金、これは歳入で

すが、１２５万２,０００円とありますが、歳出のほうではこれがどこにあるのか、どういう

内容なのか。 

 その３点について、もう一度質問いたします。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  ２５ページの道路整備費の５,０３９万７,０００円、こちら

につきましては、節間のやりくりがあったほかは、荒川の災害助成事業ということで、落合橋

の架け替え工事をやっております。そちらの県への負担金、これが５,５００万円ということ

で計上しております。こちらの部分が大きく今回の補正となっております。 

 それから、辺地債事業、減になった理由としましては、県の配分が変更になりまして、この

金額になったということで、田野倉曲畑線と下川井柏崎線と２路線やっておりますが、そちら

につきましては、この金額によって若干、工事のほうが延長を短くして施工するということで

考えております。 

 よろしくお願いします。 
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○議長（渋井由放）  岡健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岡 誠）  ただいま御質問の、１５ページの生活困窮者就労準備支援事業

費等補助金でございますが、こちらの歳出につきましては、２１ページの下のほうに、生活保

護総務費がございます。こちらへの充当になってございます。 

 内容としましては、生活保護のシステム基準改定に伴います費用になっていまして、国庫補

助２分の１になっております。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はございませんか。 

 １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  それでは、議案第１号の一般会計補正の中から５点ほど、お伺いし

たいと思います。 

 まず、６ページを開いていただきたいと思います。ここに債務負担行為の追加が４か所あり

ますね。この事業内容についてと、併せまして、これは単独事業なのか、それとも補助金がつ

く事業なのかも併せて、これについて１点お伺いします。 

 次に、１５ページの歳入の関係なんですが、ここに特別会計からの繰入れがあります。これ

は下水道のほうは、これは分かりました。あともう一つの、介護保険間の繰入れについてなん

です。この介護保険は、これからこの後、提案になります令和４年度の決算、これを見ますと、

令和４年度には、一般会計から４億５,３００万円ほど介護保険に繰り入れてあります。そう

いう繰入金の収入があった中で、繰越金が９,３００万円ほど発生していますね。この繰越金

９,３００万円のうち、今回これは一般会計のほうから繰り入れ過ぎた、もらい過ぎたという

ことで、１,６３５万１,０００円をまた戻すんじゃないかと思いますが、この戻す

１,６３５万１,０００円の算出根拠について、お伺いしたいと思います。 

 ３点目は、２３ページです。ここのまず中段の、農林関係の農地費の中に、ここに芳賀台土

地改良区推進事業として、負担金１４万９,０００円が載っております。そこで、芳賀台用水、

今年の４月でしたか、送水管が破裂して、しばらくストップしていましたが、あれは多額の費

用がかかったと思いますが、あの復旧事業に対しての本市の負担金というのはあるのか、これ

がその一部なのかどうかについて、お伺いしたいと思います。 

 次に、同じ２３ページの土木費です。道路維持管理費の関係なんですが、今回は道路維持管

理費と道路保全費、それぞれ合わせて７,０００万円ほど補正していますね。これは当初予算

を含めますと、およそこれで２億８,０００万円になるわけですよ。それで私がお伺いしたい

のは、道路維持の関係については今、路面上にまで伸び切っているような樹木の枝、これを伐

採するための費用というのはあるのか、また、これをどう考えているのかですね。これは今年
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あたり見ると、県道もそうですが、市道についても至るところで枝が伸び切っていますが、こ

れはやっぱり早急に伐採しないと、来年、もっと、もっと太くなります。このことを課長はど

う考えているんですか。お伺いしたいと思います。 

 次に、２５ページの消防費です。今回の予算そのものについては特別、私、質問するわけで

はないんですが、消防操法大会の費用として、当初予算で３５９万６,０００円を計上してあ

りますね。それで、例年、この大会出場が決定するというと、９月の補正でもって何らかの費

用をここに見て、出動分団員に交付しているわけなんですが、今回は、当初予算に取った

３５９万６,０００円の範囲内で交付できるのか。 

 それと今年、出場する分団員の交付金の額、それは例年どおりの額なのかについてもお伺い

したいと思います。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  まず、６ページ、７ページに記載のあります債務負担行為の

補正について、担当それぞれ各課のほうから報告させていただきますが、総合政策課では、一

番上のふるさと応援寄附金業務委託について、債務負担行為を計上させていただきました。 

 現在も業務委託に基づいて、ふるさと納税は執行しております。来年度、６年度から８年度、

３か年を事業実施期間としまして、プロポーザルで業者を選定したく準備を進めていきたいと

いうことで、それに伴う準備期間が必要でございますので、今回の９月補正に債務負担、上げ

させていただきました。 

 なお、金額については、寄附額に応じて何％というふうな部分がありますので、金額の表示

はございません。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤博樹）  ６ページの烏山地区サイレン吹鳴システム改修事業の債務負担行

為でございますが、まず烏山地区のサイレン吹鳴システムは、ＦＯＭＡ回線を利用しておりま

す。このＦＯＭＡ回線は、令和８年３月をもって停波予定ということになっております。この

ことから、ＬＴＥモジュールへの切替え、また、遠隔制御装置も変更しなければならない必要

が生じてまいります。 

 ただ、半導体の不足から、必要な機器の納期が１年以上かかると言われておりまして、いつ

停波になるか分からない状況なことから、今年度から改修に向けての発注準備が必要となって

おります。したがいまして、今年度、債務負担行為をしまして、発注に向けた準備をしつつ、

令和６年度に改修したいというものでございます。これは単独事業となっております。 
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 また、先ほど消防操法大会の件について御質問ありましたが、当初予算に既に組んである経

費の中から支出になっております。例年どおり、県大会に出ると、ここ近年は８０万円の交付

をしてございますので、その８０万円の交付につきましては、９月１日の激励会におきまして、

目録として、県大会出場分団にお渡ししているところでございます。 

 以上です。 

○議長（渋井由放）  大鐘学校教育課長。 

○学校教育課長（大鐘智夫）  それでは、債務負担行為、学校教育課関係、２点ございます

ので、説明をさせていただきます。 

 まず、学校教育ネットワークサーバ賃貸借についてですが、内容、３つあります。 

 １点目が、教育委員会と各学校をネットワークでつないでおります学校教育ネットワークセ

ンターサーバの借上料です。 

 ２点目です。各学校の先生方の業務を行う上でのソフトのための校務支援システムサーバが

あります。 

 それと最後、３点目ですが、各学校の図書室の本の管理のための図書サーバというものがご

ざいます。 

 以上３点、３つの事業で合わせてそちらの数字となっております。全て単独事業でございま

す。 

 それと、学校教育ネットワークシステム保守業務委託ですけれども、こちらは教育委員会と

各学校をネットワークでつないでおります、先ほどのセンターサーバの保守業務委託です。こ

ちらにつきましても、５年間の契約ということで、債務負担行為ということになります。単独

事業です。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  岡健康福祉課長。 

○健康福祉課長（岡 誠）  私のほうからは、介護保険特別会計からの繰入金につきまして

お答えいたします。 

 まず、予算の構成について御説明いたします。 

 介護保険事業の費用は、国・県・市の公費と、あと保険料で成り立っております。それぞれ

の負担割合につきましては、介護保険法により、各事業ごとに定められており、公費の国・県

負担分は、国庫、県支出金、市負担分は、一般会計からの介護保険特別会計への繰入金となり

ます。 

 保険料は、６５歳以上の方に御負担いただいている分と、４０歳から６４歳までの方に御負

担いただいている部分があります。この４０歳から６４歳の方に御負担いただいている分につ
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きましては、支払基金交付金として交付されております。 

 国・県支出金、支払基金交付金、一般会計繰入金は、出納閉鎖後に、支払い実績に基づき、

それぞれ各事業の負担割合で精算をし、翌年度に返還または追加交付となります。この精算に

より、介護保険特別会計から一般会計への返還金を介護保険特別会計繰入金として増額計上い

たしました。 

 なお、返還金の財源は、歳入総額から歳出総額を差し引いた残額のうち、基金への繰入れ分

を除いた繰越金をもって行います。 

 以上になります。 

○議長（渋井由放）  深澤農政課長。 

○農政課長（深澤宏志）  私のほうからは、２３ページ、芳賀台土地改良区の推進事業費

１４万９,０００円についてお答えします。 

 こちらの１４万９,０００円につきましては、芳賀台土地改良区が管理します森田の頭首工、

用排水機場等を適正に管理するための基幹水利管理事業における電気代の高騰分の負担金の増

額というところでございます。 

 御質問にありました、４月に芳賀台の送水管破裂による復旧事業に関わる市の負担金はない

のかという御質問でございますけれども、こちらについては、国の災害直轄事業ということで、

実際には負担金を求められる金額にはなっておりますけれども、芳賀台土地改良区の役員会に

おいては、那須烏山市においては今回、その負担金を求めないということになってございます

ので、今回の補正は、あくまでも電気代高騰分ということで、破損分の災害復旧工事の負担金

はなしというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  中山議員から御質問のありました、道路上に伸びた樹木の伐

採の件でございます。 

 今日の損害賠償の報告にもございましたように、やはりかなり道路脇の樹木が伸びておりま

す。まずその樹木が市道敷なのか、民地なのか、まずこの確認をしないといけないものですか

ら、まずこの確認をした後に、市道であれば、市のほうで伐採をするということで実施をする

わけですが、高所でございますので、作業員の手ではなかなか難しいということで、業者にお

願いをするということになっておりまして、計画的なものはなかなか立てられない現状でござ

いまして、市民からの通報、自治会からの通報等によりまして現地を調査した後に、市のほう

で対応するということになっております。議員の皆様方も、通行の際、そういう場合がありま

したらば、御一報いただければと思っております。 
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 また、郵便局との包括協定というのも結んでおりますので、再度、郵便局の配達員の方にも、

そういったケースがあれば、道路の穴、木の伸びている状況等を申しつけいただきまして、対

応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  大体了解をいたしました。 

 最後の佐藤課長の答弁の関係なんですが、今、道路上に伸び切った枝というのは至るところ

にあると思うんですよ。それで、これをこのまま放置しておくわけにはいかないと思うんです。

これは全く抜本的な伐採計画が必要だと思うんですが、このことは全く考えてないんでしょう

か。 

○議長（渋井由放）  佐藤都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤光明）  考えていないわけではございませんが、やはり優先順位、通

行量の多いところを優先的にやっていかなければならない、また通学路、そういうものについ

ては早めに対応していかないとならないということで考えておりまして、計画を立てながら進

めていければという考えでおります。 

 そういうことで、よろしくお願いいたします。 

○議長（渋井由放）  中山議員、よろしいですか。 

○１４番（中山五男）  はい。 

○議長（渋井由放）  菊池総合政策課長。 

○総合政策課長（菊池義夫）  先ほど荒井議員にお答えできなかった部分、お答えさせてい

ただきます。 

 これは、給与明細の３０ページの１０万２,０００円の減と、戻りまして、１９ページの一

番下に、住宅・土地統計調査費１０万２,０００円減とございます。これは同じでございまし

て、現在、住宅・土地統計調査の方々にお願いをしておりますが、この方々の身分が非常勤特

別職ということで、それらを精査した人数が１０万２,０００円減ということになりましたの

で、載せさせていただいております。 

 １０月１日付で現在スタートしておりますので、８３地区に分けて、３５名の調査員が市内

を回りますので、その際にはよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（渋井由放）  よろしいですか。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで

質疑を打ち切ることに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１０ 議案第１号 令和５年度那須烏山市一般会計補正予算（第

３号）について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第１号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 次に、日程第１１ 議案第２号 令和５年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第２号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 次に、日程第１２ 議案第３号 令和５年度那須烏山市介護保険特別会計補正予算（第

１号）について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第３号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 次に、日程第１３ 議案第４号 令和５年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第４号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 次に、日程第１４ 議案第５号 令和５年度那須烏山市下水道事業会計補正予算（第２号）

について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。よって、議案第５号は、原案のとおり可決いた

しました。 

 日程第１５ 議案第９号及び日程第１６ 議案第１０号の財産の取得についての２議案につ

いては、関連がございますことから、一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

                                   

     ◎日程第１５ 議案第 ９号 財産の取得について 

     ◎日程第１６ 議案第１０号 財産の取得について 

 

○議長（渋井由放）  よって、議案第９号及び議案第１０号の２議案について、一括して議

題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第９号から議案第１０号まで、一括して提案理由の説明を申し上

げます。 

 まず、議案第９号についてでございます。 

 本案は、那須烏山市消防団第３分団第４部小木須の消防ポンプ自動車を取得するため、地方

自治法第９６条第１項第８号及び那須烏山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 第３分団第４部につきましては、平成１０年１０月に取得し、２４年が経過しており、今般、

消防ポンプ自動車を取得し更新するものであります。 

 次に、議案第１０号についてであります。 

 本案は、那須烏山市消防団第８分団第４部八ケ代の消防ポンプ自動車を取得するため、地方

自治法第９６条第１項第８号及び那須烏山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 第８分団第４部につきましては、平成１２年１０月に取得し、２２年が経過しており、今般、

消防ポンプ自動車を取得し、更新するものであります。 

 以上、議案第９号から議案第１０号まで、一括して提案理由の説明を申し上げました。 
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 何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１５ 議案第９号 財産の取得について、原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第１６ 議案第１０号 財産の取得について、原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号は、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第１７ 議案第１１号 令和４年度那須烏山市水道事業会計未処分利益剰余 

                   金の処分について 

 

○議長（渋井由放）  日程第１７ 議案第１１号 令和４年度那須烏山市水道事業会計未処

分利益剰余金の処分についてを議題といたします。 
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 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  議案第１１号について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、令和４年度水道事業会計の未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第

３２条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 内容は、令和４年度に補填財源として使用した建設改良積立金取崩額の１億４７７万

３,３３６円を資本金に組み入れ、当年度純利益の１億３,３０３万３５６円を減債積立金に積

み立てるものであります。 

 何とぞ慎重に御審議の上、可決、御決定くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 １４番中山五男議員。 

○１４番（中山五男）  今回の利益剰余金２億３,０００万円ほどが出たものを、これは

２つに分けて積み立てるということなんですね。それで、１つは資本金の組入れと、それと減

債積立金の積立てを行うんですが、それぞれ今回、組み入れたり積立てした後の増額というの

は幾らになるのか、お伺いしたいと思います。この資本金のほうは、今回組み入れて、私、計

算してみたんですが、２８億６,４９０万３,９２１円、これでいいんでしょうかね。合わせて。 

 それと、減債積立金、これはちょっと私、分からないんですよ。これについてお伺いします。 

○議長（渋井由放）  石嶋上下水道課長。 

○上下水道課長（石嶋賢一）  ただいまの中山議員の御質問にお答えいたします。 

 減債積立金につきましては、企業債償還の財源に充てるためのものでございまして、その都

度、償還により支出していることから、総額につきましては、今回積み立てました１億

３,３０３万３５６円となります。 

 以上でございます。 

○議長（渋井由放）  よろしいですか。 

○１４番（中山五男）  はい。 

○議長（渋井由放）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑を

打ち切ることに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１７ 議案第１１号 令和４年度那須烏山市水道事業会計未処分利

益剰余金の処分について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号は、原案のとおり可決いたしました。 

 ここで休憩いたします。再開を１３時００分といたします。 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 １時００分 

○議長（渋井由放）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 日程第１８ 認定第１号から日程第２６ 認定第９号までの令和４年度那須烏山市一般会計

決算の認定について、令和４年度国民健康保険特別会計決算の認定について、令和４年度熊田

診療所特別会計決算の認定について、令和４年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について、

令和４年度介護保険特別会計決算の認定について、令和４年度農業集落排水事業特別会計決算

の認定について、令和４年度下水道事業特別会計決算の認定について、令和４年度水道事業会

計決算の認定について、令和４年度境財産区特別会計決算の認定については、いずれも令和

４年度決算の認定に関するものでありますことから、一括して議題としたいと思いますが、御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

                                    

     ◎日程第１８ 認定第１号 令和４年度那須烏山市一般会計決算の認定について 
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     ◎日程第１９ 認定第２号 令和４年度那須烏山市国民健康保険特別会計決算の認 

                  定について 

     ◎日程第２０ 認定第３号 令和４年度那須烏山市熊田診療所特別会計決算の認定 

                  について 

     ◎日程第２１ 認定第４号 令和４年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計決算の 

                  認定について 

     ◎日程第２２ 認定第５号 令和４年度那須烏山市介護保険特別会計決算の認定に 

                  ついて 

     ◎日程第２３ 認定第６号 令和４年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計決算 

                  の認定について 

     ◎日程第２４ 認定第７号 令和４年度那須烏山市下水道事業特別会計決算の認定 

                  について 

     ◎日程第２５ 認定第８号 令和４年度那須烏山市水道事業会計決算の認定につい 

                  て 

     ◎日程第２６ 認定第９号 令和４年度那須烏山市境財産区特別会計決算の認定に 

                  ついて 

 

○議長（渋井由放）  よって、認定第１号から認定第９号までの決算の認定については、一

括して議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 川俣市長。 

〔市長 川俣純子 登壇〕 

○市長（川俣純子）  認定第１号から認定第９号まで、一括して提案理由の説明を申し上げ

ます。 

 まず、認定第１号 令和４年度那須烏山市一般会計決算の認定についてでございます。 

 令和４年度は、第２次総合計画の最終年度とし、目指すべき将来像に向け、限られた財源の

計画的な活用に努めることを基本とし、予算の執行に当たってまいりました。 

 一般会計当初予算１１１億６,０００万円の予算編成を行い、第２次総合計画の基本目標に

沿った子育て、教育、にぎわいの創出など、市民の生活優先を基本とした各種事業を展開して

まいりました。 

 歳入では、財源の柱である市税収入が、固定資産税の償却資産の新規課税及び滞納処分に伴

う徴収額の増加などが要因となり、前年度を上回る結果となりましたが、普通交付税について
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は、前年度を下回る結果となりました。 

 今後も、財政確保のため、税の収納対策や新たな財源の発掘・活用に努めてまいります。 

 歳出では、なすから赤ちゃん応援事業、新型コロナウイルスワクチン追加接種体制確保事業、

住民税非課税世帯及び子育て世帯への臨時特別給付金事業、社会資本整備総合交付金及び合併

特例債を活用した道路整備事業、大桶運動公園施設整備事業、防災集団移転促進事業、国体開

催運営事業等に取り組むとともに、地方創生臨時交付金を活用し、市内中小企業者への支援事

業、保育園副食費、学校給食費への助成事業、農業者への支援事業、電子図書の整備事業、物

価高騰に伴う生活者支援として水道基本料金の減免事業などに取り組んでまいりました。 

 今後も、市民が主役のまち那須烏山市の実現に向けて、一層の行財政改革・財政運営の健全

化に努めながら、無駄のない確実性のある事業の推進を図ってまいります。 

 さて、令和４年度一般会計の決算状況を申し上げます。 

 歳入総額は１３２億８,６２０万２,７７９円で、前年度比３億３,３０６万６,２９１円、

２.４％の減であります。歳出総額は１２３億６,６８８万９,７７４円で、前年度比６億

９,６９５万９,９５９円、５.３％の減であります。歳入歳出差引額は９億１,９３１万

３,００５円であります。翌年度へ繰り越すべき財源は７,７２３万円、実質収支額は８億

４,２０８万３,００５円で、歳計剰余金の処分額は、財政調整基金への積立額４億

５,０００万円であります。 

 令和４年度の純繰越金は３億９,２０８万３,００５円で、予算額に対する執行率は、歳入が

１０１.８％、歳出が９４.７％でありました。 

 それでは、歳入歳出の主な内容を御説明いたします。 

 まず、歳入であります。 

 市税は３５億３,９４０万５,０００円、対前年度比３億２,５１１万１,０００円、

１０.１％の増額となりました。主に固定資産税の償却資産の新規課税及び滞納処分に伴う徴

収額の増加などが要因であります。 

 地方譲与税及び各交付金は、おおむね前年度同水準となりました。 

 普通交付税は、対前年度比２億８,４５３万円、６.７％の減額となりました。 

 特別交付税は、対前年度比２,２０５万２,０００円、４.０％の増額となりました。 

 地方交付税総額は、４５億６,１７２万９,０００円、対前年度比２億６,２４７万

８,０００円、５.４％の減額となりました。 

 国庫支出金は、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金、農地農業用施設災害復旧事業

費補助金等の減により、対前年度比３億５,９９８万１,０００円、１５.０％の減額となりま

した。 
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 県支出金は、国民体育大会運営交付金等の増額により、対前年度比１,７９４万８,０００円、

２.２％の増額となりました。 

 市債は、過疎対策事業債の活用により、地域医療確保事業債や市道整備事業債等が増となっ

たものの、臨時財政対策債の減により、対前年度比５,５１０万円、９.８％の減額となりまし

た。 

 次に、歳出であります。 

 １款議会費は、おおむね同水準であります。対前年度比１０５万１,０００円、０.８％の増

額となりました。 

 ２款総務費は、財政調整基金積立金や市有施設整備基金積立金の減などにより、対前年度比

４億３,０８４万３,０００円、２１.０％の減額となりました。 

 ３款民生費は、保健福祉センター施設整備費、子育て世帯臨時特別給付金事業費の減などに

より、対前年度比５億２,５１９万５,０００円、１１.８％の減額となりました。 

 民生費は、一般会計全体の３１.６％を占め、総額３９億７９２万９,０００円となっており

ます。 

 ４款衛生費は、電気料金・物価高騰対策として実施した水道基本料金の減免に伴う繰出金の

増などにより、対前年度比１億１,７９６万５,０００円、８.６％の増額となりました。 

 ６款農林水産業費は、農業者支援交付金の増などにより、対前年度比２,７７４万

２,０００円、６.５％の増額となりました。 

 ７款商工費は、プレミアム商品券発行事業など、新型コロナウイルス対策商工業支援事業費

が増となったものの、太陽光発電事業費に係る企業誘致奨励金の減により、対前年度比

２,５０５万３,０００円、４.５％の減額となりました。 

 ８款土木費は、主として合併特例債を活用した道路整備６路線、辺地対策事業債を活用した

道路整備２路線に取り組んでまいりました。そのほか、道路維持管理費、橋りょう等維持管理

費、防災集団移転促進事業費等の増などにより、対前年度比６,６３１万６,０００円、

７.３％の増額となりました。 

 ９款消防費は、消防団活動費が増となったものの、消防水利施設整備費、ハザードマップ更

新等の災害対策費の減などにより、対前年度比３,４６７万６,０００円、５.５％の減額とな

りました。 

 １０款教育費は、南那須武道館解体工事費が減となったものの、国体開催運営事業費や、学

校給食費保護者負担軽減交付金の増などにより、対前年度比１億９１９万５,０００円、

９.６％の増額となりました。 

 １１款災害復旧費は、令和元年東日本台風災害による農地農業用施設災害復旧費の減により、
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対前年度比３,４９０万円、５５.６％の減額となりました。 

 １２款公債費は、災害復旧事業に伴う市債の償還が始まったことから、対前年度比

３,１２２万９,０００円、２.３％の増額となりました。 

 なお、令和５年３月３１日現在の市公有財産である土地・建物・山林・出資による権利、物

品の状況、基金残高の状況等は、決算書に附属資料として添付いたしました財産に関する調書

のとおりであります。 

 次に、認定第２号 令和４年度那須烏山市国民健康保険特別会計決算の認定についてでござ

います。 

 国民健康保険事業の財政運営主体が市から栃木県に移行して５年目の決算となっております。 

 さて、国民健康保険特別会計には、事業勘定と診療施設勘定の２つの勘定がございます。 

 まず、事業勘定から御説明を申し上げます。 

 令和４年度末の国民健康保険加入世帯数は、４,０２５世帯、対前年度比１３９世帯減、被

保険者数は６,３９８人、対前年度比３７１人減でありました。 

 令和４年度の事業勘定の決算額は、歳入決算額が３４億８,９１７万７,９０３円、歳出決算

額が３３億９,６８１万７,４０１円であります。歳入歳出差引残額は９,２３６万５０２円で

あります。このうち、財政調整基金に５,０００万円を積立てしました。 

 歳入の主なものは、国保税のほか、県支出金及び繰入金等であり、歳出の主なものは、保険

給付費が全体の約７３.２％を占め、続いて国民健康保険事業費納付金となっております。 

 国保財政の健全化のためには、医療費の適正化が最重要課題であり、今後も市民の健康増進

を目指して努めてまいります。 

 次に、診療施設勘定でございます。 

 歳入決算額は５,５０５万４,６３２円、歳出決算額は４,７１３万６,８３９円であり、歳入

歳出差引残額は、７９１万７,７９３円となりました。このうち、国保診療助運営基金に

４００万円を積み立てました。前年度と比較して、歳入は１.０％の増、歳出は６.８％の減と

なっております。 

 令和４年度は、コロナ禍における受診者の医療機関の受診控えも解消し、患者数は６.８％、

診療収入は３.７％の増となりました。しかしながら、前年度に引き続き、運営基金を繰入れ

した運営となっております。 

 診療所の果たす役割は大きく、地域住民の医療の確保と健康増進のために、今後も各位の御

理解と御協力をいただきながら、適正な運営を努めてまいる所存でございます。 

 なお、この国民健康保険特別会計決算につきましては、先般の那須烏山市国民健康保険運営

協議会に諮問し、原案のとおり承認を得ております。 
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 次に、認定第３号 令和４年度那須烏山市熊田診療所特別会計決算の認定についてでござい

ます。 

 熊田診療所は、僻地診療所として、地域医療の充実を第一に考えた運営に努めており、特に

高齢者の利用が多く、高齢者の身近な医療機関として地域に密着している状況でございます。 

 令和４年度の決算額は、歳入決算額が５,２８４万９,０７９円、歳出決算額が４,６７６万

３,８３７円であります。歳入歳出差引残額は６０８万５,２４２円であり、このうち熊田診療

所運営基金に４００万円を積立てしました。前年度と比較しまして、患者数は６.９％の減、

診療収入は０.２％の増となっており、不足する財源は、基金繰入及び一般会計繰入によって

運営しました。 

 今後とも、地域の身近な医療機関として、健全運営に努めてまいる所存でおります。 

 次に、認定第４号 令和４年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計決算の認定についてでご

ざいます。 

 後期高齢者医療制度は、平成２０年度から施行され、被保険者の理解も深まり、広く定着し

てきたところであります。 

 令和４年度の決算額は、歳入決算額が３億７,６３２万８,６４３円、歳出決算額が３億

７,２７４万９０３円であります。歳入歳出差引残額は３５８万７,７４０円であります。 

 歳入の主なものは、保険料及び一般会計繰入金であり、歳出の主なものは、後期高齢者医療

広域連合納付金であります。前年度と比較して、歳入は４.５％、歳出は４.６％の増となって

います。 

 今後も、栃木県後期高齢者医療広域連合と連携し、制度の着実な運営と事務の効率化を推進

し、医療の適正化と高齢者の健康増進に努めてまいります。 

 次に、認定第５号 令和４年度那須烏山市介護保険特別会計決算の認定についてでございま

す。 

 介護保険は、第８期介護保険事業計画の２年目として、介護サービス及び介護予防サービス

の給付、地域支援事業の充実に取り組んでまいりました。 

 令和５年３月末現在の要介護及び要支援認定者数は１,６２６名であり、そのうち８７.４％

の１,４２１名がサービスを利用しており、在宅サービスの利用者が８０％で、施設サービス

利用者は２０％という状況でございます。 

 令和４年度の決算額は、歳入決算額が３０億２３４万５,８７７円、歳出決算額が２８億

１,４２８万７,５４５円、歳入歳出差引残額は１億８,８０５万８,３３２円でございます。こ

のうち９,５００万円を介護保険財政調整基金に積み立てております。また、予算額に対する

執行率は、歳入が１０３.１％、歳出が９６.７％でございます。 
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 歳入の主なものは、保険料、介護給付費の国・県負担金、支払基金交付金、繰入金でありま

す。そのうち介護保険料の収入済額は５億９,６８０万７,８１９円、収入未済額は３００万

７９５円で、収納率は９９.１％であります。 

 国庫支出金・県支出金は、介護給付費及び地域支援事業費に係る負担金・交付金として交付

されたものであります。 

 支払基金交付金は、第２号被保険者の納付保険料が、介護給付費交付金及び地域支援事業の

介護予防事業交付金として交付されたものであります。 

 繰入金は、介護給付費等の市負担分及び職員給与費等を一般会計から繰入れしたものであり

ます。 

 歳出の主なものは、総務費が、職員人件費、電算処理業務委託料、介護認定時の主治医意見

書作成委託料、認定審査会運営に伴う諸費用、認定調査に伴う諸費用であります。 

 保険給付費は、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等費、高

額医療合算介護サービス等費、低所得者を対象とした特定入所者介護サービス等費などの費用

であります。 

 地域支援事業費は、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費、包括的支援

事業・任意事業費等として支出しております。 

 諸支出金は、前年度実績による国・県等負担金償還金及び第１号被保険者の死亡及び転出に

伴う介護保険料の還付金であります。 

 本市は依然、高齢者世帯や独居高齢者数が県内でも上位にあるため、介護予防・日常生活支

援総合事業により、高齢者の生活を支える多様なサービス体制の整備に取り組んでおります。 

 現在、烏山地区に１か所、南那須地区に１か所、地域包括支援センターを設置し、多様な相

談や問題ケースに対応できるよう、体制強化を図りました。 

 フレイル予防を目的とした一般介護予防事業では、市内各地域に設置されたふれあいの里を

中心に、住み慣れた地域で地域の高齢者を支援する体制づくりを進めており、令和５年３月末

現在で１６か所設置いたしております。 

 今後も、高齢化問題、地域共生社会の実現に対応するため、地域包括ケアシステムの深化に

向けて推進してまいりたいと思います。 

 次に、認定第６号 令和４年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計決算の認定についてで

ございます。 

 農業集落排水事業は、農村地域の生活環境の改善と快適な水環境の保全のため、興野地区に

おいて平成１２年１月に供用を開始し、以来、施設の適正な維持管理と水洗化率の向上に努め

てまいりました。 
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 令和４年度末現在の水洗化率は８６.２％であります。 

 令和４年度の決算額は、歳入決算額が６,３８７万５３８円、歳出決算額が５,７４４万

４,６０１円、歳入歳出差引残額は６４２万５,９３７円であります。 

 歳入の主なものは、農業集落排水使用料、一般会計繰入金、市債等であり、歳出の主なもの

は、建設事業に係る地方債の元利償還金、水処理センター施設の維持管理費等であります。 

 なお、農業集落排水事業につきましては、令和５年４月１日に公営企業会計へ移行し、現在

は、資産を含む事業の全てを下水道事業会計へ引き継いでおります。 

 次に、認定第７号 令和４年度那須烏山市下水道事業特別会計決算の認定についてでござい

ます。 

 下水道事業は、生活環境の改善、公衆衛生の向上及び公共水域の水質保全を目的に、南那須

地区は、特定環境保全公共下水道が平成１０年３月に、烏山地区では公共下水道が平成１５年

３月に供用を開始しました。 

 烏山中央処理区、南那須処理区を合わせました現在の計画面積は２４９.６ヘクタールであ

り、令和４年度末で１８５.２ヘクタールの整備が終了し、整備率は７４.２％であります。 

 令和４年度は、下水道管渠や施設の適正な維持管理、水洗化の促進事業等に努めてまいりま

した。 

 令和４年度の決算額は、歳入決算額が３億６,０６７万３,１７９円、歳出決算額が２億

９,０８０万１,９８８円、歳入歳出差引残額が６,９８７万１,１９１円であります。 

 歳入の主なものは、下水道使用料、受益者負担金、国庫補助金、一般会計繰入金、市債等で

あります。 

 歳出の主なものは、水処理センターの維持管理費、建設事業に係る地方債の元利償還金、烏

山水処理センター施設修繕工事であります。 

 下水道事業につきましては、引き続き施設の適切な維持管理と水洗化の促進に努めてまいり

ます。 

 なお、下水道事業につきましては、令和５年４月１日に公営企業会計へ移行し、現在は、資

産を含む事業の全てを下水道事業会計へ引き継いでおります。 

 次に、令和４年度那須烏山市水道事業会計決算の認定についてでございます。 

 令和５年３月末までの営業実績は、給水件数１万１３２件、給水人口２万３,７９３人、有

収水量２４９万７,７３９立方メートル、１日最大配水量１万３,１７９立方メートル、水道料

金収納率は９９.２％であります。 

 収益的収支は、消費税抜きで水道事業収益６億５,４１６万５,６０８円で、水道事業費用

５億２,１１３万５,２５２円であります。 
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 この結果、令和４年度純利益は１億３,３０３万３５６円となりました。 

 資本的収支は、消費税込みで、資本的収入１億４,４０５万１３円、資本的支出４億

７,７９３万９,２４５円であります。差引不足額３億３,３８８万９,２３２円は、当年度分消

費税及び地方消費税、資本的収支調整額、建設改良積立金取崩額及び過年度分損益勘定留保資

金で補填いたしました。 

 最後に、認定第９号 令和４年度那須烏山市境財産区特別会計決算の認定についてでござい

ます。 

 境財産区は、昭和２９年の町村合併により、旧境村の財産であった山林を管理・運営するた

めに設立されました。その間、予算審議・決算認定等については、地方自治法第２９５条の規

定に基づく境財産区議会に諮っておりましたが、令和５年６月１０日に境財産区議会が廃止と

なりましたことにより、本年度より那須烏山市議会に提案するものであります。 

 令和４年度の決算額は、歳入決算額が８６万８,５２４円、歳出決算額が７５万１,６７９円

であり、歳入歳出差引残額は１１万６,８４５円でありました。 

 歳出は、議員報酬の人件費と財産管理費が占め、歳入は、主に運営基金からの繰入金及び前

年度からの繰越金により措置いたしました。 

 今後も、境財産区有林の適正管理に努めながら、健全運営に努めてまいる所存であります。 

 以上、認定第１号から認定第９号まで、令和４年度決算の認定について、一括して提案理由

の説明を申し上げました。 

 何とぞ慎重に御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（渋井由放）  提案理由の説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開を１３時４０分といたします。 

休憩 午後 １時３１分 

 

再開 午後 １時４０分 

○議長（渋井由放）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 続きまして、決算審査の結果について、代表監査委員の報告を求めます。 

 瀧田晴夫代表監査委員。 

○代表監査委員（瀧田晴夫）  監査委員の瀧田です。 

 まず、説明の前に、資料の差し替えがあったことをおわび申し上げます。申し訳ありません

でした。 

 では、地方自治法の規定に基づき、市長から審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳
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出決算並びに基金運用状況について、議会選出の相馬監査委員と私が審査した結果を報告いた

します。 

 お手元の令和４年度那須烏山市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査

意見書を御覧ください。 

 １ページです。 

 第１の審査の期間は、令和５年７月３日から１１日まで、３日、４日、５日、１１日の４日、

市役所南那須庁舎及び水道庁舎で実施いたしました。 

 第２の審査の対象及び第３の審査の方法につきましては、記載のとおりです。 

 第４の決算の概要についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響などもあり、令和４年

度は、前年度と比べ、歳入で１.１％、約２億３,５００万円減の２０６億８,６００万円余、

歳出で４.４％、約６億９,７００万円減の１９３億９,２００万円余となりました。 

 ２ページです。各会計の決算状況です。 

 予算額は、一般会計が当初予算額１１１億６,０００万円に、補正予算額、継続費及び繰越

事業費、繰越財源充当額を合わせた予算現額は、１３０億５,６２９万４,０００円、特別会計

は、当初予算額７０億２,０１８万２,０００円に、補正予算額１億８,３９４万４,０００円を

合わせた予算現額７２億４１２万６,０００円。一般会計、特別会計を合わせた予算現額は

２０２億６,０４２万円です。 

 一般会計及び特別会計ごとの決算状況は、３ページの表のとおりです。 

 歳入総額２０６億８,６５０万２,６３０円、歳出総額１９３億９,２８８万２,８８８円、差

引き残額１２億９,３６１万９,７４２円となっております。 

 ４ページです。 

 ２の一般会計の決算状況です。 

 （１）の決算収支です。歳入総額から歳出総額を差し引いた残額は９億１,９３１万

３,００５円。ここから翌年度に繰り越すべき財源７,７２３万円を差し引いた実質収支額は

８億４,２０８万３,００５円となっております。 

 この実質収支額のうち、４億５,０００万円を財政調整基金に繰り入れたところです。 

 （２）の財政運営の状況です。 

 アの歳入について、歳入に係る表は、５ページ、６ページです。収入済額１３２億

８,６２０万２,７７９円、調定額に対する収納率は９５％、不納欠損額は３億６０２万

２,４２０円。収入未済額３億９,６００万６,６５６円。 

 歳入の主なものは、地方交付税、市税及び国庫支出金で７６.４％となっております。 

 収入済額を前年度と比較すると、３億３,３０６万６,２９１円減少しております。主な要因
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は、市税の増額があるものの、国庫支出金や地方交付税、地方特例交付金の大幅な減額です。

不納欠損額の９９.９％を市税が占めております。 

 収入未済額の５１.４％が市税で、そのうち９２.５％は固定資産税です。そのほか、国庫支

出金の１億５３０万５,０００円及び県支出金の８,６００万円があります。 

 ７ページです。 

 イの歳出について。歳出に係る表は、７ページ、８ページ。支出済額１２３億６,６８８万

９,７７４円で、予算現額に対する執行率は９４.７％。 

 歳出の主なものは、民生費、総務費、衛生費、公債費となっております。 

 繰越額は３億４,１９３万５,０００円で、土木費及び農林水産業で９１.５％を占めており

ます。 

 ８ページです。 

 ウの地方債の状況です。 

 ４年度の地方債の発行額は５億８３０万円で、前年度と比べ５,５１０万円減少しておりま

す。 

 元金償還額は１３億４,３０３万６,９３０円で、年度末元金残高は８９億７,８９７万

７,１６３円です。 

 特筆すべきは、令和３年４月１日に、烏山地区が過疎地区に指定されたことにより、新たに

過疎対策事業債７,３７０万円を発行したところです。 

 御案内のとおり、過疎対策事業債は、充当率１００％、元利償還に係る７０％が普通交付税

の算定の基礎である基準財政需要額に算入されるものです。 

 ９ページです。 

 ３の特別会計の決算状況です。 

 （１）国民健康保険特別会計歳入に係る表が、９ページ、１０ページです。 

 Ａの事業勘定の実質収支額は９,２３６万５０２円で、そのうち５,０００万円を国民健康保

険財政調整基金に繰り入れております。 

 収入済額は３４億８,９１７万７,９０３円で、調定額に対する収納率９８.３％、不納欠損

額は７９４万９,２９４円、収入未済額５,４０８万６,１１２円。 

 歳入の主なものは、県支出金、国民健康保険税です。 

 保険税の調定額に対する収納率は９０.９％で、前年度より１.４ポイント増加しております。 

 １０ページです。 

 イの歳出について。歳出に係る表は、１０ページ、１１ページです。 

 支出済額３３億９,６８１万７,４０１円で、予算現額に対する執行率は９９.４％。 
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 歳出の主なものは、保険給付費及び国民健康保険事業費納付金。 

 １１ページです。 

 Ｂの診療施設勘定の実質収支額は７９１万７,７９３円で、そのうち４００万円を国民健康

保険診療所運営基金に繰り入れております。 

 歳入に係る表は、１１、１２ページです。 

 収入済額は５,５０５万４,６３２円で、調定額に対する収納率１００％です。 

 歳入の主なものは、診療収入及び繰入金です。 

 １２ページです。 

 イの歳出についてです。 

 支出済額４,７１３万６,８３９円で、予算現額に対する執行率は９０.６％。 

 歳出の主なものは、総務費及び医業費です。 

 １３ページです。 

 （２）の熊田診療所特別会計です。 

 歳入に係る表は１３ページ、歳出が１４ページです。 

 実質収支額６０８万５,２４２円で、そのうち４００万円を熊田診療所運営基金に繰り入れ

ております。 

 収入済額は５,２８４万９,０７９円で、調定額に対する収納率は１００％。 

 歳入の主なものは、診療収入及び繰入金です。 

 １４ページです。 

 イの歳出について。支出済額４,６７６万３,８３７円で、予算現額に対する執行率は

９４.９％。 

 歳出の主なものは、総務費及び医業費です。 

 １５ページです。 

 （３）の後期高齢者医療特別会計。歳入に係る表が１５ページ、歳出が１６ページです。 

 実質収支額は３５８万７,７４０円です。収入済額３億７,６３２万８,６４３円で、調定額

に対する収納率９９.６％。不納欠損額は２５万８,１００円。収入未済額１３１万

１,４１３円。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料及び繰入金です。 

 保険料の調定額に対する収納率９９.４％で、前年度と同水準です。 

 １６ページです。 

 イの歳出について。支出済額３億７,２７４万９０３円で、予算現額に対する執行率

９８.０％。 
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 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金です。 

 １７ページです。 

 （４）の介護保険特別会計。歳入に係る表は１７、１８ページ、歳出に係る表が１８、

１９ページです。 

 実質収支額は１億８,８０５万８,３３２円で、そのうち９,５００万円を介護保険財政調整

基金に繰り入れております。 

 収入済額３０億２３４万５,８７７円で、調定額に対する収納率９９.８％。不納欠損額は

２１８万６,７００円。収入未済額は３００万７９５円。 

 歳入の主なものは、支払基金交付金、国庫支出金及び保険料です。 

 保険料の調定額に対する収納率は９９.１％で、前年度より０.１ポイント増加しております。 

 １８ページです。 

 歳出について。支出済額２８億１,４２８万７,５４５円で、予算現額に対する執行率は

９６.７％。 

 歳出の主なものは保険給付費です。 

 ２０ページです。 

 （５）の農業集落排水事業特別会計。歳入に係る表が２０ページ、歳出が２１ページです。 

 実質収支額６４２万５,９３７円です。収入済額６,３８７万５３８円で、調定額に対する収

納率は９９.８％。不納欠損額４,７２５円。収入未済額１４万５,７８３円。 

 歳入の主なものは、繰入金、使用料及び手数料です。 

 使用料及び手数料の調定額に対する収納率は９８.７％で、前年度より０.２ポイント減少し

ております。 

 ２１ページです。 

 イの歳出について。支出済額５,７４４万４,６０１円で、予算現額に対する執行率は

９４.７％。 

 歳出の主なものは、総務費及び公債費です。 

 ウの地方債の状況について。発行額は７６０万円で、前年度と比べ２８０万円の減。償還金

２,４６２万５,６０５円で、年度末現在高１億７,２３８万４,８１６円となりました。 

 ２２ページです。 

 （６）の下水道事業特別会計です。歳入に係る表は２２、２３ページ、歳出に係る表が

２３ページです。 

 翌年度へ繰り越すべき財源があるため、実質収支額は５,５６２万１,１９１円です。 

 収入済額は３億６,０６７万３,１７９円で、調定額に対する収納率は９９.８％。不納欠損



令和５年第４回９月定例会 第１日 

－53－ 

額６,６６３円。収入未済額は６１万８,６６７円。 

 歳入の主なものは、繰入金、市債、使用料及び手数料となっております。 

 分担金及び負担金の調定額に対する収納率は７８.７％で、前年度より２.５ポイント減少し

ております。 

 使用料及び手数料のそれは９９％で、前年度より０.３ポイント減少しております。 

 ２３ページのイの歳出についてです。 

 支出済額２億９,０８０万１,９８８円で、予算現額に対する執行率は８７.５％。特定環境

保全公共下水道管理費で事故繰越１,４２５万円があったためだと思われます。 

 歳出の主なものは、公債費、総務費です。 

 ウの地方債の状況です。発行額５,７００万円で、前年度と比べ４,７００万円の減。償還金

１億７,４４２万６,９１７円で、年度末現在高１９億９,５３８万８,４３４円となっておりま

す。 

 ２４ページです。 

 第５の財産の管理状況です。 

 １の公有財産、土地及び建物、山林の表は２４ページです。 

 土地及び建物に異動がありました。土地の行政財産の減は、国土調査に伴う修正減、土地の

普通財産の山林増は、登載漏れ及び国土調査による修正減です。土地の普通財産のその他の増

は、登載漏れ及び国土調査による修正減です。 

 建物の行政財産減は、公営住宅及び消防団車庫の解体による減です。 

 建物の普通財産の減は、ベンチャープラザの解体による減です。 

 山林の所有の面積増は、登載漏れ及び国土調査による修正減、所有の推定蓄積量及び分収の

推定蓄積量は、成育によるものです。 

 ２５ページです。 

 基金の運用及び管理状況です。 

 基金は、一般会計１５基金、特別会計５基金の計２０基金で、年度末残高１０５億

７,９０５万３,３０６円。昨年度残額に歳計剰余金処分によるもの、取崩額、積立額を加減し

た結果、５億３,７６０万１,０００円増加しました。 

 基金の運用については、足利銀行をはじめ５つの金融機関に分散し、定期預金を主体として

運用しております。 

 なお、奨学基金の一部については地方債、市有施設整備基金の一部及び地域振興基金の一部

については、地方債及び国債で運用しております。 

 ２６ページです。 
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 審査結果及び意見についてです。 

 令和４年度の各会計の歳入歳出決算に係る計数は、審査した範囲の結果では、おおむね適正

であると認められます。 

 また、予算の執行状況、財務に関する事務については、おおむね適正に執行されていると思

いますが、財産の管理については、一部に登載漏れがあり、工夫の余地があると思います。 

 主な意見についてです。 

 まず、一般会計についてです。 

 歳入総額１３２億８,６００万円余、前年度と比較して３億３,３００万円余の減。主な要因

は、太陽光発電設備の新規課税による歳入増があったものの、地方交付税や子育て世帯臨時特

別給付金給付事業など、国庫補助金の減がこれらを上回ったことによるものと思います。 

 歳入に係る財源の構成比率は、自主財源３３％、依存財源６７％で、自主財源が昨年より

３.７ポイント増加しておりますが、依然、自主財源比率が低い状況です。 

 不納欠損額は３億６００万円余、収入未済額３億９,６００万円余。不納欠損額のうち、

９７％、約３億円が滞納繰越分、そのうち８２％、約２億４,０００万円が固定資産税となっ

ております。 

 徴収可能性が低い不良債権を保存していても意味がなく、額による徴収率を算定すると、多

くの滞納者がいると誤解を招くおそれがあり、法にのっとった不納欠損処分の判断は妥当であ

ると考えるものであります。 

 収入未済額については、長年の懸案事項であった大口滞納法人の不動産公売を実施・解決で

きたことは、評価に値するものと思います。 

 しかし、特に市税の徴収率は、昨年度と比べ２.７ポイント改善されているものの、

８７.４％は、栃木県の平均徴収率９７％を大きく下回っております。これは、市税調定額の

約６０％を占める固定資産税の徴収率が８１.８％であること、特に数件の大口滞納者の存在

が原因と思われます。 

 本年度は、高い目標収納率を掲げたところであり、その実現に向けて、引き続き県と連携し、

共同催告や差押え処分など法的措置を含め、収納未済の解消に取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 なお、国庫支出金の１億５００万円余及び県支出金の８,６００万円がありますが、翌年度

に繰り越す道路メンテナンス事業及び防災集団移転促進事業並びに防災重点農業ため池緊急整

備事業ですので、事業推進に支障はないものと思います。 

 歳出は、歳出総額１２３億６,６００万円余、前年度と比較して６億９,６００万円余の減。

主な要因は、国体開催や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業による支出増があ
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るものの、基金積立金の減、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の縮減、保健福祉センタ

ー整備に係る事業減、旧南那須武道館解体の終了等、企業誘致事業補助金の減、畜産担い手育

成総合事業の終了、令和元年台風１０号復旧工事の減少が支出増を上回ったものと考えられま

す。 

 予算の執行率は９４.７％で、前年と比較して０.６ポイント大きくなっております。 

 不用額は３億４,７００万円余で、予算現額に対し２.７％程度であり、問題はないと思いま

す。 

 基金及び歳計現金等の公金については、公金等の管理運用に関する基準に基づき、リスクに

配慮しながら管理がされていると思います。 

 なお、今後、金利変動リスク発生の可能性も考えられることから、引き続き適切な資金運用

をお願いいたします。 

 なお、令和元年東日本台風に伴い、国、県、市等が連携して行う那珂川緊急治水対策プロジ

ェクトにおける霞堤整備及び防災集団移転促進事業について、適切な対応をお願いいたします。 

 特別会計についてです。 

 歳入総額７４億円余、歳出総額７０億２,５００万円余、実質収支額３億６,０００万円余、

不納欠損額は１,０００万円余、収入未済額５,９００万円余となっております。 

 前年度と比べ、不納欠損額は約３００万円余増加、収入未済額は約１,５００万円余減少し

ておりますので、引き続き減少に向けた工夫をお願いいたします。 

 また、一般会計からの繰入金は、１０億６,７００万円余で、昨年度と比べ約７００万円余

増加しております。一般会計からの繰入金は、ルールが定められて裁量の余地がないものがあ

るかと思いますが、特別会計の独自採算性の原則に基づいた経営に向け、引き続き努力してく

ださい。 

 不用額については、全会計１億６,３００万円余で、予算現額に対し２.３％程度ですが、会

計によるばらつきは、その性質上、やむを得ないものと思います。 

 なお、下水道事業特別会計において事故繰越がありましたが、南那須水処理センターの修繕

工事に係る工事部材が、世界的な半導体不足により、過去に想定外の時間を要したものであり、

やむを得ないものと思います。 

 ２７ページです。 

 今後の財政状況についてです。 

 先ほど報告がありました報告第４号、令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率について

は、問題は見受けられませんでした。 

 なお、合併特例債の影響もありますが、地方債残高が平成２５年度の１８２億円余から、令
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和４年度は７１億円余減の１１１億円になったこと、また、基金は時代の変遷に伴い、新規設

置などがあるものの、合併時の３６億円余から１０５億円余と約３倍になったことは、一定の

評価に値するものと思います。 

 しかしながら、将来を展望した場合、今後、人口減少・高齢化が進展することを考えると、

歳入の基本である市税の増加は、考えにくいものがあります。一方、建物系やインフラ系、公

共施設の老朽化・耐震化のため、長期にわたる多大な財政負担、また少子高齢化や人口減少に

対応した社会保障施策に係る負担は年々増加傾向に、さらに庁舎整備及び広域行政事務組合に

対する財政負担もあります。 

 現在、令和４年３月策定の公共施設等総合管理計画改訂版に基づき、適正な公共施設等マネ

ジメントに努めているところであり、引き続き適切な対応をお願いするものです。 

 財政の弾力性を示す経常収支比率については、８７.１％で、前年度と比べ３.３ポイント悪

化しております。７０％から８０％が理想とされているところですので、非常に高いハードル

ではありますが、達成に向けて、引き続き努力をお願いします。 

 一方、財政の豊かさを示す指標である財政力指数は、０.４５２。全県的に前年度より低下

しているところですが、県内２５市町単純平均の０.７０２を下回り、県内２２位の本市にお

いては、資産の適正な活用、遊休資産の売却など、さらなる効果的・効率的な対応が必要かと

思われます。 

 また、補助金、負担金等については、合併後最初である平成１８年度の予算時に４００件余

であったものが、令和４年度は３５０件余と、件数においては減少しているものの、額では約

５億６,０００万円増加しております。諸般の事情があるものと推測するところですが、団体

の運営費に対する取扱いや終期の設定など、補助金等交付基準に照らし、適切な対応を期待す

るものです。 

 次に、人材の養成・確保についてです。 

 自治会の加入率の低下、多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応するため、引き続き職

員の資質向上と意識改革、有資格者の退職等を見据えた計画的な人材確保とともに、職員の定

年延長についても適切な運用を願うものであります。 

 令和４年度の人事評価制度、３次評価の構成は３５対６０対５となっており、組織論である

２６２の法則より優れた割合と見ることができます。 

 なお、一部の事例と思いますが、予算や補助金について初歩的なミスが見受けられ、これら

を回避する工夫が必要と感じたところです。 

 また、業務の効率的執行確保の観点から、組織内外の緊密な連携と、必要な説明責任を果た

すことを望むものであります。 
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 最後に、災害等緊急時の対応についてです。 

 大規模災害が頻発する昨今、市民の生命や財産を守る観点から、緊急の行動マニュアルの作

成や訓練等の実施の検討をお願いいたします。 

 また、防災行政情報伝達システム、防災Ｉｎｆｏなすからすやまのスマートフォンアプリや

戸別受信機のさらなる普及啓発に努め、市民の安全で安心な生活確保に尽力願います。 

 一般会計、特別会計、基金運用状況に係る審査結果の報告は以上です。 

 続きまして、水道事業会計の決算について審査した結果を報告いたします。 

 お手元の令和４年度那須烏山市水道事業会計決算審査意見書を御覧ください。 

 １ページです。 

 第１の審査の期日、第２の審査の対象及び第３の審査の方法は、記載のとおりです。 

 第４の事業の概要です。ソフト面では、管路情報のデジタル化を進めるため、水道台帳管理

システムを導入いたしました。 

 ハード面では、水道管路更新計画に基づき、配水管更新計画のほか、老朽化したポンプの取

替え工事などを行いました。 

 水道料金については、市民と市内事業者の経済的負担軽減を図るため、令和４年１０月、

１２月及び令和５年２月の３期分、６か月分の減免を実施したところです。 

 ２ページです。 

 業務実績については、表のとおりです。 

 給水人口は、行政区域内人口の減少で減少が続き、２万３,７９３人となりました。有収率

は、前年度より僅かに増加し、６５.１％になりました。 

 ３ページです。 

 ２の予算の執行状況です。 

 （１）の収益的収入及び支出です。アの収益的収入は、予算額に対する収入率１０１.７％、

イの収益的支出は、予算額に対する執行率９４.９％。 

 ４ページです。 

 （２）の資本的収入及び支出です。アの資本的収入は、予算額に対する収入率１１５.２％、

イの資本的支出は、予算額に対する執行率８８.１％、繰越金３,２４５万８,０００円がある

ためとなります。 

 ５ページです。 

 ウの資本的収支状況です。資本的収入が資本的支出に不足した額３億３,３８８万

９,２３２円について、過年度分損益勘定留保資金などで補填した結果、内部留保資金残高は

１０億７２万２,６７２円となりました。詳細は、表を御覧ください。 
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 ６ページです。 

 ３の経営状況です。当年度の純利益は１億３,３０３万３５６円で、前年度より１,４６０万

６,４５５円増加していますが、当年度未処分利益剰余金は２億３,７８０万３,６９２円で、

前年度と比較して４億９,８２９万２,８６８円減少しました。 

 （１）の収益内容です。収益に係る表は７ページです。 

 アの営業収益は４億６,０５６万９,１０７円で、総収益の６９.５％が給水収益です。 

 イの営業外収益は１億９,２８３万９,５６９円で、総収益の１４.４％が他会計補助金。他

会計補助金の主なものは、新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金に係る繰入金です。 

 ウの特別利益は７５万６,９３２円で、固定資産売却益、その他賞与引当金、貸倒引当金の

戻入益です。 

 ７ページです。 

 （２）の費用内容です。費用に係る表は、８ページです。 

 アの営業費用は４億８,５４５万３,１４１円で、大部分が減価償却費です。 

 イの営業外費用は３,５６８万２,１１１円で、ほとんどが支払利息及び企業債取扱諸費、具

体的には企業債利息です。 

 ウの特別損失はありません。 

 ９ページです。 

 （３）の経営比率です。昨年度と比較して、営業収支比率で減少が見られます。令和３年度

で類似団体の指標と比較すると、全ての指標で類似団体を上回っております。詳細は、表及び

記述を御覧ください。 

 １０ページです。 

 財政状況です。表につきましては、１１ページと１３ページになります。 

 資産は５９億７,３７７万６,３４５円で、前年度と比較して１,０６０万４,８５８円の増加。

負債は２４億９,４３８万１,０５０円で、前年度と比較して１億４,３０４万３,３６８円の減

少。資本は３４億７,９３９万５,２９５円で、前年度と比較して１億５,３６４万８,２２６円

の増加。 

 （１）の資産です。資産に係る表は１１ページにあります。 

 アの固定資産は４９億１１９万５,９９９円。主なものは、構築物、機械装置、建物です。 

 イの流動資産は１０億７,２５８万３４６円。主なものは、預金、現金預金です。 

 ウの繰延資産は、該当ありません。 

 １２ページです。 

 （２）の負債です。負債資本に係る表が１３ページになっております。 
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 アの固定負債は１３億１,７５５万６,２２４円。１年を超えて償還金が到来する企業債です。 

 イの流動負債は２億９,４６５万８,６７１円。ほとんどが１年以内に償還期限が到来する企

業債です。 

 ウの繰延収益は８億８,２１６万６,１５５円。長期前受金です。 

 （３）の資本です。 

 アの資本金は２７億６,０１３万５８５円。前年度と比較して１億７,０６５万１,６７６円

増加しています。 

 イの剰余金は７億１,９２６万４,７１０円。前年度と比較して１,７００万３,４５０円減少

しております。要因は、当年度純利益１億３,３０３万３５６円を計上しましたが、未処分利

益剰余金１億５,００３万３,８０６円を資本金に繰り入れたことによるものだと思います。 

 １４ページです。 

 （４）の水道料金の未納状況です。水道料金の未納額は、旧簡易水道事業からの引継ぎ分も

含め４８５件、４７８万８,８７８円。未納者に対しては、市水道事業給水停止処分取扱規程

に基づき整理を進めた結果、未納件数は減少しました。平成２２年度から２９年度までの

１５件、６万２,０７４円を不納欠損処分といたしました。前年度と比べ、件数は４件増です

が、金額は２４万１,５５９円減少しております。 

 １５ページです。 

 財務比率です。前年度と比較すると、自己資本構成比率が１.８ポイント増加、固定資産対

長期資本比率が０.６ポイント、固定比率が４.１ポイント、流動比率が７.６ポイント減少し

ております。令和３年度、類似団体の指標と比較すると、流動比率以外は、類似団体より良好

の指標と言えます。詳細は表及び記述を御覧ください。 

 １７ページです。 

 ５の資金状況です。キャッシュフロー計算書は１８ページです。 

 キャッシュフローは、１事業年度における資金の流れを表示したものです。 

 １の業務活動によるキャッシュフローから、３の財務活動によるキャッシュフローまでを加

減した結果、資金増加額４,６０９万３,３０４円が算出され、これに資金期首残高１０億

１,１９７万２,５２８円を加算した資金期末残高１０億５,８０６万５,８３２円は、この資料

の１１ページの流動資産の現金預金と一致します。 

 １９ページです。 

 第５の審査結果及び意見です。審査に付された計算書類は、関係法令に基づき作成されてお

り、実施した審査の範囲においては計数は正確で、会計事務はおおむね適正に処理されていた

と認めます。 
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 なお、水道料金の減免に当たり、上下水道使用料のお知らせに「基本料金減免適用」と表示

したところ、利用者から何のことか分からないとの問合せがあり、分かりやすい表示として、

「基本料金値引き中」と変更表示したこと、まさに市民に寄り添った対応であり、評価すべき

ものと思います。 

 現状について、経営状況について前年度と比較して営業収支比率が大幅に減少し、１００％

を下回る結果となりましたが、コロナ禍における市民や事業者の負担軽減を図るため水道料金

を減免した結果であり、来年度は通常ベースに戻るものと思います。 

 なお、水道料金減免に係る減収分については、一般会計から補填され、営業外収益で受け入

れております。 

 財政状況についてです。財務比率は、前年度と比較して流動比率以外は全て改善されており

ます。しかし、流動比率も、理想とされる２００％を超えているので、問題はないと思います。 

 なお、固定比率が１００％を超えておりますが、固定資産対長期資本比率が１００％を下回

っているため、長期的な資本の枠内の投資が行われていると見ることができます。 

 水道料金の収納率については、前年度より僅かに上昇し、県内で高い順位を維持しておりま

す。 

 有収率については、前年度より僅かな向上はあるものの、類似団体と比べ依然、低い状況で

す。 

 資金収支の状況を示すキャッシュフロー計算書は、業務活動がプラス、投資活動及び財務活

動がマイナスの状態で、健全なパターンと見ることができます。 

 今後の対応について、給水人口は、旧烏山・旧南那須町合併翌年の平成１８年、２万

５,４８６人であったものが、昨年は６.６％、１,６９３人減の２万３,７９３人となりました。

今後ともこの傾向は続くものと考えられますが、人口減少に連動し、給水収益の減少が予想さ

れる一方、有収率の向上の観点からも、老朽化した管路の更新は喫緊の課題と思われます。水

道事業が独立採算制の企業会計であることを踏まえ、引き続きコストを意識した経営に努めて

ください。 

 また、給水人口の減少を踏まえ、施設の統廃合等の検討など合理化を進め、水道施設の維持

管理に係る経費削減についても、努力をお願いいたします。 

 近年、全国各地で地震、台風、大雨に伴う大規模な自然災害の発生により、断水被害が発生

しており、本市においても、引き続き災害時の対応強化を願うものであります。 

 那須烏山市水道事業経営戦略に基づき、施設の適正な更新及び維持管理に努め、市民の安全

安心な水の確保に尽力されることをお願いし、私の全ての決算審査結果の報告を終了いたしま

す。 
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 ありがとうございました。 

○議長（渋井由放）  以上で提案理由の説明及び代表監査委員による決算審査結果の報告が

終わりました。 

 お諮りいたします。質疑については、議会運営委員会の決定に基づく日程のとおり、９月

１１日に行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、令和４年度決算の質疑については、９月１１日に行うことといたします。 

                                    

     ◎日程第２７ 付託第１号 請願書等の付託について 

 

○議長（渋井由放）  日程第２７ 付託第１号 請願書等の付託についてを議題といたしま

す。 

 この定例会において受理した請願書等は、付託第１号のとおりであります。この請願書等に

ついては、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渋井由放）  異議なしと認めます。 

 よって、付託第１号のとおり、請願書第２号 市道、田野倉小白井線１００５上小白井及び

下小白井の道路改修工事については、所管の経済建設常任委員会に付託し、陳情書第２号 那

須烏山市議会議員の議員報酬額の見直しについては、所管の総務企画常任委員会に付託いたし

ます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（渋井由放）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。次の本会議は明日午前

１０時に開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

［午後 ２時２９分散会］ 
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